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日程第９ 議案第６号 南部町個人情報保護法施行条例の制定について

日程第10 議案第７号 南部町職員の定年等に関する条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について

日程第12 議案第９号 南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改

正について

日程第13 議案第10号 南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて

日程第14 議案第11号 南部町監査委員条例の一部改正について

日程第15 議案第12号 南部町国民健康保険条例の一部改正について

日程第16 議案第13号 南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部改正について

日程第17 議案第15号 南部町コテージ条例の一部改正について

日程第18 議案第16号 令和５年度南部町一般会計予算
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日程第29 議案第27号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

日程第30 議案第28号 南部町緑水湖教育文化施設（研修館）条例の一部改正について

日程第31 陳情第１号 政府に食料自給率の向上、持続可能な農業経営と農村を守ることを求め

る陳情

（追加議案）

日程第32 発議案第１号 南部町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

日程第33 発議案第２号 南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について

日程第34 発議案第３号 食料自給率の向上、持続可能な農業経営と農村を守ることを求める意

見書

日程第35 発議案第４号 国による学校給食の無償化を求める意見書

日程第36 発議案第５号 「安保関連３文書」閣議決定の撤回、「敵基地攻撃能力」の保有や防

衛費２倍化に反対する意見書

日程第37 発議案第６号 普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求

める意見書

日程第38 委員会の閉会中の継続調査の申し出について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議事日程の宣告

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 議案第１号 令和４年度南部町一般会計補正予算（第７号）
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日程第５ 議案第２号 令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第６ 議案第３号 令和４年度南部町墓苑事業特別会計補正予算（第１号）
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日程第９ 議案第６号 南部町個人情報保護法施行条例の制定について

日程第10 議案第７号 南部町職員の定年等に関する条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について

日程第12 議案第９号 南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改

正について

日程第13 議案第10号 南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて

日程第14 議案第11号 南部町監査委員条例の一部改正について

日程第15 議案第12号 南部町国民健康保険条例の一部改正について

日程第16 議案第13号 南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部改正について

日程第17 議案第15号 南部町コテージ条例の一部改正について

日程第18 議案第16号 令和５年度南部町一般会計予算
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日程第20 議案第18号 令和５年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

日程第21 議案第19号 令和５年度南部町墓苑事業特別会計予算

日程第22 議案第20号 令和５年度南部町農業集落排水事業特別会計予算

日程第23 議案第21号 令和５年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算

日程第24 議案第22号 令和５年度南部町公共下水道事業特別会計予算

日程第25 議案第23号 令和５年度南部町太陽光発電事業特別会計予算

日程第26 議案第24号 令和５年度南部町水道事業会計予算

日程第27 議案第25号 令和５年度南部町病院事業会計予算

日程第28 議案第26号 令和５年度南部町在宅生活支援事業会計予算

日程第29 議案第27号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

日程第30 議案第28号 南部町緑水湖教育文化施設（研修館）条例の一部改正について
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日程第31 陳情第１号 政府に食料自給率の向上、持続可能な農業経営と農村を守ることを求め

る陳情

（追加議案）

日程第32 発議案第１号 南部町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

日程第33 発議案第２号 南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について

日程第34 発議案第３号 食料自給率の向上、持続可能な農業経営と農村を守ることを求める意

見書

日程第35 発議案第４号 国による学校給食の無償化を求める意見書

日程第36 発議案第５号 「安保関連３文書」閣議決定の撤回、「敵基地攻撃能力」の保有や防

衛費２倍化に反対する意見書

日程第37 発議案第６号 普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求

める意見書

日程第38 委員会の閉会中の継続調査の申し出について

出席議員（14名）

１番  田 光 雄君 ２番 加 藤 学君

３番 荊 尾 芳 之君 ４番 滝 山 克 己君

５番 米 澤 睦 雄君 ６番 長 束 博 信君

７番 白 川 立 真君 ８番 三 鴨 義 文君

９番 仲 田 司 朗君 10番 板 井 隆君

11番 細 田 元 教君 12番 亀 尾 共 三君

13番 真 壁 容 子君 14番 景 山 浩君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 田 子 勝 利君 書記 赤 井 沙 樹君

－４－



書記 髙 雄 勇 飛君

書記 角 田 亘君

説明のため出席した者の職氏名

町長 陶 山 清 孝君 副町長 土 江 一 史君

教育長 福 田 範 史君 病院事業管理者 足 立 正 久君

総務課課長補佐 石 谷 麻衣子君 企画政策課長 田 村 誠君

デジタル推進課長 美 甘 哲 也君 防災監 田 中 光 弘君

税務課長 三 輪 祐 子君 町民生活課長 渡 邉 悦 朗君

子育て支援課長 芝 田 卓 巳君 教育次長 岩 田 典 弘君

総務・学校教育課長 水 嶋 志都子君 病院事務部長 山 口 俊 司君

健康福祉課長 前 田 かおり君 福祉事務所長 泉 潤 哉君

建設課長 岡 田 光 政君 産業課長 藤 原 宰君

監査委員 仲 田 和 男君

午前９時００分開議

○議長（景山 浩君） 定刻になりましたので、会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており

ますので、本日の会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（景山 浩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

５番、米澤睦雄君、６番、長束博信君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（景山 浩君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・
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日程第３ 諸般の報告

○議長（景山 浩君） 日程第３、諸般の報告を行います。

議員からの報告を受けます。

地方行政調査特別委員会委員長、滝山克己君。

○地方行政調査特別委員会委員長（滝山 克己君） 地方行政調査特別委員会委員長、滝山克己で

ございます。本年度の行政調査につきましては、６月定例会において全議員の１４名を委員とす

る特別委員会を設置し、調査地、調査期間、調査方法などについて協議を行ってきたところです

が、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していた第七波の７月から９月の状況により、今年

度は実施しませんでした。以上、報告を終わります。

・ ・

日程第４ 議案第１号

○議長（景山 浩君） 日程第４、議案第１号、令和４年度南部町一般会計補正予算（第７号）

を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第１号、令

和４年度南部町一般会計補正予算（第７号）を審議しました結果、賛成多数により可決すべきと

決しました。

なお、御意見ございましたので、若干御披露申し上げます。まず、反対の理由でございます。

一つ、保育所あり方検討委員会について、本来１５名であるところを、公募委員が募集してもい

なかったという理由で１０名での構成となっていたことや、パブリックコメントの募集について

ももっと真摯に取り組むべきであり、用地選定の在り方も含めて反対。

もう一点、産廃処分場の件について、住民の命に関わってくることであるので、町は分かった

時点で県と連携して手を打たなければならないことを指摘して反対する。

賛成の御意見でございます。今回の補正予算は一番大きなものが除雪費についてで、補正であ

り、その他の多くも実績による補正予算となっており、賛成する。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。
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１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議案第１号の令和４年度南部町一般会計補正予算（第７号）に反

対いたします。

今回の補正予算は１億２，９７８万５，０００円を減額し、歳出を８１億２，０２９万３，０

００円にすると、こういう内容でした。

中身については、歳入のところで地方交付税が１億６，５１７万１，０００円の増、繰越しと

して１億１，１８３万円の増、その結果、繰入金として３億１，４３９万１，０００円が減額さ

れており、実質この数字を見ると事業のほとんどが、出されてきた内容では実績に対する減額で

約１億円、こういう内容の数字で見れば補正予算でした。

その中で、第１点目、委員長報告にもあったんですが、保育所のあり方検討事業、この事業に

ついてです。この事業でも減額になっているのですが、当初、検討委員が公募５名を入れて１５

名の予定が、公募ゼロで、１０名で出発したということ。それと、委員会の開催が４回で、現在

まで３回してるんですが、その出席率が１０人に対して１０分の６、２回目が１０に対して７人、

３回目が１０人に対して７人という執行の数が出ていました。

まず、１点目、この保育所のあり方検討委員会は、当初、どのような保育園がいいのかという

ことで進めていくということだったんですけども、ここで１５名のうち３分の１を公募にしてお

きながら、この３分の１が欠如したまま委員会を始められたという点と、本来であればこの４回

を行う中で用地選定の基準等を決めていく非常に大事な会でありながら、中身が１０人のうち６

人しか参加しなかったり７人しか参加しなかったり、一体どういうメンバーとどういう認識の下

でやって、委員がやってこられたかということも検討しなければいけない内容だというふうに考

えています。とりわけ公募５名には最大限努力すべきで、それまでにも保護者の意見を聞くとい

いながら説明会、一回もやっていないわけです。そういうところから見れば、このあり方検討委

員会のそのものが、住民の声とかを反映するという点でいえば非常に不十分だというふうに指摘

しないといけないと思います。

２つ目には、ここで基本構想で、予定価格に対して落札で１８７万円ほどの減額になっていま

す。基本構想は１１７万円かけてしたということなんですけども、この内容を見れば、委員会の

聞き取りでは担当課からこの基本構想自体は統合とか民間移管を問うものではなく、どのような

保育所がいいかということを聞いたのだと、こういうふうに説明がありました。

これまでの一般質問の中でも明らかになったように、基本構想の在り方と内容が当初から二転

三転していて、結果として基本構想の計画案の中で行っていることは、町が１１か所を定めた候
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補地のうち、町が３か所に絞り、その３か所について点数をつけたと、こういう事業をあり方検

討委員会で行っただけです。パブリックコメントを取っていますが、合わせて１２名からのパブ

リックコメント。中を見るとほとんど統合問題、民間移管の問題等に対する疑問ないしはやめる

べきだという声であり、少ないといってもう一度住民の声を聴くのか。もし聞かないとすれば、

パブリックコメントというふうに上げているのですから、パブリックコメントの中身を最大限尊

重する中身に変えてかないのではないか、これが町の姿勢だと思うんですが、そのような町の姿

勢全く見受けられずに何月段階でしたか、基本構想が定まっています。その中でも明らかになっ

てきたことは、用地を選定めぐってこのパブリック、このあり方検討委員会、要するに用地の検

討を３か所に絞って点数をつけるということが仕事だったわけです。

この中で明らかになってきたことは、うちの町はほかの町に比べて、自らがつくった法人とい

うことで社会福祉法人の伯耆の国も名前に上げながら、それを大前提として取り組んでいくわけ

ですが、今まで一般質問等の中でも、これまでも一切そのような話はしたことがないと言ってお

きながら、一般質問と委員会の中では、公にではないけれどもこれまで情報提供やっていたとい

うことも言うわけですよね。議会から見れば全く矛盾していて、一体どのような基準で用地選定

が進んでおり、どのような基準で相手方と言われている福祉法人と公、町として話ししているの

かっていうことないまま進んでいるというのは非常に不可解であり、住民から不信を持たれるだ

ろうと。本当に町民が望んでいる保育園を建てるというのであればこのやり方を見直して、やは

り住民の意見を聞きながら、本来、保育士不足が大きなウエートを占めている中で、保育士不足

解消のためにどのようなことをしていくのかということも基本構想の中にうたわれなければなら

ないと考えています。このような立場から、このようなあり方検討委員会での用地の選定ないし

は今後の保育園の方向決めるということは、非常に無理があるということを指摘しておきたいと

思います。

２つ目の問題は、塵芥処理費で減額の９４２万５，０００円出ていることです。これも委員会

の聞き取りの中で明らかになったのは、鶴田地区の産業廃棄物の最終処分場に搬入時の立会いを

町ないしは町が委託した立会人で行うということだったんですが、産業廃棄物収集運搬状況帳簿

では７５回の搬入があったというふうに見られるにもかかわらず、これまで２回しか町に報告が

なかったと、こういうふうに出ているという点です。委員会の中でも協定書や申合せ事項等を確

認し、平成６年時の旧会見町時代の協定書が承継されていることも分かりました。そこには立会

人として、旧会見町の議長も立ち会っているということも分かりました。こういうことになれば、

この搬入開始の申入れ時に町職員または町が依頼した者が立ち会うということの約束が守れてい
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ない段階で早急に手を打つべきだったのではないかというふうに考えています。産業廃棄物とい

うのは、この事業は、本来第一には県に責任があることです。すぐ県に言って停止等のことをさ

せなければいけなかったのではないか。

町は、平成６年に結んだ協定書では、その第５条で改善命令ですよね、それが町も出せるとい

うふうに書いてあるわけです。要は今回の搬入時に立入りということが協定書の中身として有効

かどうかということも問われてくると思いますが、毅然とした立場で向かわなければ、町民の貴

重な土地と、ひいては町民の命ですよね、地下水に浸透するもの等考えれば非常に重大な内容だ

というふうに考えます。

これについては、このことをもって反対ということに対しては、町に対しては、非常に課も頑

張っているし、厳しいというふうに思うのですが、住民から見れば一人でできることではないの

で、これを決めた県に対して、町がせっかく協定を持っているのですから、その立場で敏感に動

くということが求められていたのではないかということを厳しく指摘して、反対いたします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

５番、米澤睦雄君。

○議員（５番 米澤 睦雄君） ５番、米澤です。私は、令和４年度南部町一般会計補正予算（第

７号）、これに賛成の立場から討論をいたします。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億２，９７８万５，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８１億２，０２９万３，０００円とするもので

あります。ほとんどが事業費の確定に伴う減額予算であり、主なものは新型コロナ生活困窮者自

立支援事業、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業、事業所内保育施設運営事業、

果樹生産振興事業、塵芥処理費、小学校教育振興費などであります。

一方、増額した予算では、公共交通対策事業、生活保護扶助費、園芸施設等復旧対策事業、大

雪による除雪のための道路維持事業、学校保健特別対策事業などがあり、いずれも住民福祉にと

って大切な予算であります。

なお、ただいま反対討論されました方の理由とされました保育所あり方検討委員会についてで

ありますが、この問題は少子化、保育所の老朽化、災害上の問題から、子ども・子育て会議、行

財政審議会、そして保育所あり方検討委員会で保育所の今後の在り方、そして新園について検討

されている委員会であります。確かに残念ながら公募の委員さんがいなかったようでありますが、

保護者４名、従事者２名、学識経験者２名、地域代表２名の委員により、基本構想の策定に向け

て委員会が開催されています。この会の答申を受けて、また、パブリックコメントを受けて執行
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部がどのような判断をされるのか、予算案に反対するんではなくって、これは予算の審議でござ

いますので、今後の執行部の在り方を注視することのほうが重要と考えます。事業に反対される

のであれば一般質問で頑張っていただきたい。

次に、鶴田の産業廃棄物処分場につきましては、現在、執行部から事業者に質問状を出してお

ります。回答が来てからこれも、これは補正予算でございますので、補正予算に反対するんじゃ

なくって、回答が来てから下流住民の安全を考えた上で、もう一度県とともに協定書等の再締結

に向けた取組などをしていくべきと考えております。以上、賛成討論といたします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） ないようですので、これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第１号、令和４年度南部町一般会計補正予算（第７号）を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第５ 議案第２号

○議長（景山 浩君） 日程第５、議案第２号、令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第２号、令

和４年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について審議いたしました結果、

全員一致で可決すべきと決しました。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２号、令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）を採

決いたします。
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本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第６ 議案第３号

○議長（景山 浩君） 日程第６、議案第３号、令和４年度南部町墓苑事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第３号、令

和４年度南部町墓苑事業特別会計補正予算（第１号）について審議いたしました結果、全員一致

で可決すべきと決しました。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第３号、令和４年度南部町墓苑事業特別会計補正予算（第１号）を採決いたし

ます。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第７ 議案第４号

○議長（景山 浩君） 日程第７、議案第４号、令和４年度南部町太陽光発電事業特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。
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○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第４号、令

和４年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）について審議いたしました結果、全

員一致で可決すべきと決しました。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第４号、令和４年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）を採決

いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第８ 議案第５号

○議長（景山 浩君） 日程第８、議案第５号、令和４年度南部町病院事業会計補正予算（第４

号）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第５号、令

和４年度南部町病院事業会計補正予算（第４号）について審議いたしました結果、全員一致で可

決すべきと決しました。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第５号、令和４年度南部町病院事業会計補正予算（第４号）を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第９ 議案第６号

○議長（景山 浩君） 日程第９、議案第６号、南部町個人情報保護法施行条例の制定について

を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第６号、南

部町個人情報保護法施行条例の制定についてを審議いたしました結果、賛成多数にて可決すべき

と決しました。

なお、御意見がございましたので、何点か御披露申し上げます。まず、反対の理由でございま

す。国の狙いは、市町村が持っている個人の膨大なデータを商品化して企業等に出していくとい

うことが国会でも明らかになっている。本条例では匿名加工情報を出さないということにしてお

り、制度導入するのであれば条例改正が必要ということで一定の歯止めは利いているが、この制

度を地方自治体に導入すること自体に反対しているので、反対する。

賛成の御意見でございます。令和５年４月１日から改正後の個人情報保護法が地方公共団体に

適用されることを受けて制定する条例であり、これまでどおり個人情報の保護に関しては守られ

ている。国はデジタル化を通じて様々な政策に反映できるようにしており、町や個人に不利益は

ないと思っており、賛成する。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議案第６号の南部町個人情報保護法施行条例の制定について、反

対いたします。反対意見については委員長が述べてくださったとおりです。

２０２１年の５月にデジタル関連法が成立し、この当時、平井デジタル担当大臣はどのように

言ったかというと、国や自治体が保有する有用な情報をオープンデータとして整備・公表をした
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り、デジタル社会における基本的なデータベースとして多様な主体が参照できたりするよう整備

する、このように述べて始まったものです。国や自治体が持ってる情報というのは、公権力を使

って取得、申請や届出のときに義務として提出されたものです。そういう意味でいえば、企業の

顧客情報と比べたら比べ物にならないぐらい多岐にわたる情報が入っているわけです。

今回、この情報を公開するということで、町は一定の、１万人以下の自治体については義務が

課されていないもんですから、このようなことは今のところは想定しないということでできない

という条例になっているのですが、私はこれがもし、そもそもの狙いが公開に向いていますから、

いずれ手数料等のところでの条例改正が求められてくる時期が来ると思うんですよね。

私、一つ、実際どのようなことになるのかっていうのを、何かいい例がないかと思って見てお

りましたら、自治体については２０２３年の４月からなんですけども、もうこの１年前に民間や

独立行政法人は該当になって動いてるわけですよね。その中で、国会で明らかになった内容を一

つ紹介しておきたいと思うんです。

これは住宅ローンを扱っている住宅金融支援機構、独立行政法人ですよね、ここが住友信託だ

と思うんですけど、住信のＳＢＩネット銀行から住宅ローンのＡＩ審査モデル構築に利用したい

という目的で１１８万人の情報を提供したというんですよ。その内容は２３項目にもわたるので

すが、どういう内容かというと、性別、年齢、職業、勤続年数、住宅ローン以外の借金残高、郵

便番号、家族構成。考えてみたらこれほどが、これ以外にまだ項目あるわけですよね。これが出

されて、もしほかのデータと照合した場合、安易に特定できるわけですよね。今は１万人以上で

すけど、これが仮に南部町で見たら、郵便番号が特定されたらもう分かってしまうわけですよね、

家族構成とか。そういうことを匿名加工したから個人情報ではないのだといいながら、これまで

町村がつくってきた個人情報を出す際には本人に了解がなければできないことと、インターネッ

ト等での連結や流出を防ぐということを厳しくしてきたわけですよね。それが根底から崩される

内容になっているということであり、そもそもそれが公共の福祉に反する公益性があるかどうか

の判断も自治体ではできずに、審査会として国の意見を聞かなきゃならないという内容になって

いるわけですよね。この点から見たら、何ら個人情報の保護条例を、市町村のことをやめて国の

法律に一本化してやることの狙いは、決して国民の個人情報を保護するのではなく、これを使っ

ていこうとしていることにほかならないというふうに思うのです。

それで、この自治体の個人情報の保護条例というのは、国が持っていない段階で、何年前でし

た、１９７０年代に電算化が始まったときに、当時の自治体職員たちが流出を一番恐れて個人情

報をつくってきた経過があって、市町村が動いて、国がやっと重い腰を上げて個人情報の法律を
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つくったという経緯があるわけですよね。言ってみれば、自治体が国民を守ることで動いてきた

という象徴的な条例でもあったわけです。今回それを一元化のためと称して全国の条例をやめて、

一本化するから市町村は施行条例をつくれと、こういうのは非常に強権的で地方自治をないがし

ろにするものだというふうに言わなければならないと思うんです。

今回の条例では、先ほどもあったように、もしこの匿名加工情報して提供するのであれば、条

例改正をしないといけなくなってくるというのですが、その時点で拒めるかどうかっていうこと

については非常に不透明だし、今までの例ではこれを拒むことができないという内容になってい

ると私たちは考えています。そういう立場からいえば、全国の知事会や市町村長会ですね、そこ

は身を挺してこのことについて断固反対すべきであったのではないかということも厳しく指摘し

ておきたいと思います。

具体的に、今回の施行条例になって今までとどう違うのかという点でいえば、施行条例で決め

られるというのはごく僅かなものしかありません。一番やはり違うというのは、本人の確認もな

く情報を提供できる仕組みができる施行条例をつくったということが一番大きなことだというこ

とを指摘して、反対したいと思います。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

３番、荊尾芳之君。

○議員（３番 荊尾 芳之君） ３番、荊尾芳之です。議案第６号、南部町個人情報保護法施行条

例の制定について、賛成いたします。

この条例は、国の個人情報の保護に関する法律の施行に関し、町条例で必要な事項を定めるも

のです。上位法の改正により町の条例を整備するもので、南部町にとって必要な条例であると言

えます。制定に賛成すべきものと考えます。

国は、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の３つの法

律を統合して、新たに個人情報保護法を制定します。これにより、今までそれぞれの市町村、各

地方自治体にあって運用もばらばらだった個人情報保護条例は全て廃止され、令和５年４月１日

から新法の規定が適用されることになります。

また、問題になっていますデータの商品化という匿名加工情報についてですが、県や政令指定

都市は公開の要求があれば必ず応じなければなりませんので、条例に定めています。しかし、人

口の少ない町村部門であります南部町ではマスト、必須ではありませんので、今回、匿名加工情

報については町条例に規定していません。また、手数料の徴収についても規定がありません。

現時点のところですけども、以上の点から、議案第６号、南部町個人情報保護法施行条例の制
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定について、賛成いたします。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第６号、南部町個人情報保護法施行条例の制定についてを採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第１０ 議案第７号

○議長（景山 浩君） 日程第１０、議案第７号、南部町職員の定年等に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長です。議案第７号、南部町職

員の定年等に関する条例の一部改正について審議した結果、全員一致で可決すべきと決しました。

以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第７号、南部町職員の定年等に関する条例の一部改正についてを採決いたしま

す。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１１ 議案第８号

○議長（景山 浩君） 日程第１１、議案第８号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
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予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第８号、地

方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを審

議した結果、全員一致で可決すべきと決しております。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第８号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１２ 議案第９号

○議長（景山 浩君） 日程第１２、議案第９号、南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第９号、南

部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について審議いたした結

果、賛成多数にて可決すべきと決しました。

御意見ございましたので、御披露申し上げます。まず、反対の理由でございます。住民生活が

大変なときに地方公共団体ができることは公共料金を引き下げて暮らしを応援することであるが、

何ら公共料金に手を打たない状況の中で特別職の手当を引き上げることは住民の賛同が得られな

いと判断するために反対する。

賛成の御意見です。人事院勧告に準ずるものとして改定するものであり、特別職でも生活給に
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該当するものとして賛成する。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議案第９号の南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部改正について、反対いたします。反対の理由は、委員長が意見を披露してくれ

たとおりです。

この件については本会議の中でも町長に質問してきました。その中では、やはり人勧に基づく

ものだということと、いわゆる特別職というても役職給だというふうに考えていると。そういう

中で全体考えた場合、今後のこの人勧勧告はやっぱり受けたほうがいいのではないかという意見

でした。

これは次に出てくる議員報酬とも関連するんですけども、執行部の特に町長三役は、いわゆる

条例とかいろんな議案を提案する側であり、議会は決める側なんですよね。そこで住民の暮らし

に対する公共料金をどうするかというとこも提案して決める立場にあるところが、この報酬とい

うのも実は自分たちで提案して、自分たちで決めるという内容になっているわけなんですよ。そ

れは執行部で提案する側と、議会が議決する場所だからそういうことになるだろうということな

んですけども、であるならばやはり特別職の給与は一般的には生活給とは言わない。議員もそう

ですよね、勤務実態から見て。そのときに状況をやっぱり考えるというのが一番住民に対しての

姿勢ではないかというふうに思うわけですよ。

今回もやっぱり調べてみたら、物価高騰でこれを提案していない自治体もあるわけですよね。

一つには、人勧勧告で今回は１００分の１６２．５が１００分の１６５、１００分の２．５の期

末手当の引上げなんですよね。そう予算に影響あるというような金額でないことなんかも明らか

なんですが、住民の暮らしが大変なとき、公共料金をどうするかという判断、提案し判断する立

場にいる者がそういう手を打たずに、自分たちの分で国から言ってきたから上げるということが

住民に通用をするだろうって考えた場合、私はなかなか難しいだろうということより、そういう

ことよりも住民からの信頼を得るための態度を取ることのほうがいいというふうに判断していま

す。

高度経済成長時期のように賃金が上がっていってる段階ですね、今も賃上げが一つの大きな課
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題になっていますが、特別職にも議員にもそれが該当するのだっていう意見もあるかもしれませ

んが、住民の暮らしを握っている自治体等からすれば、そこに手を打つことのほうが先だろう。

それをしながら、自分たちの報酬等についても人勧が言っているので上げていくということのほ

うが住民理解を得られると思うんですよ。時期が悪いということも指摘し、反対をいたします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

９番、仲田司朗君。

○議員（９番 仲田 司朗君） 仲田司朗でございます。議案第９号、南部町特別職の職員で常勤

のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について、賛成の立場で議論いたします。

令和４年８月８日に人事院から国家公務員の特別職の給与改定の勧告が行われ、令和４年１１

月１８日に特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案が閣議決定されました。こ

の勧告を受け、南部町は職員給与を定める人事委員会を持っていませんので、国と地方とではベ

ースが異なるものの、一応官民比較をして給与を決める組織である人事院に準拠しています。そ

して、一般職の引上げに準じて特別職の期末手当も引き上げるものでございます。既に一般職の

職員には、この人事院勧告を基に改正済みであります。

特別職の報酬については、人事院勧告に準拠しなければならないという法的根拠はありません

が、南部町においては例年、人事院勧告に準拠して報酬、期末手当の変動が行われてきています

が、それは慣例に基づき行ってきている次第でございます。

物価高騰などによって、影響で、生活状況が悪化している中でなぜ上げるのかと先ほど言われ

ましたけれども、職員給与と一緒に特別職の報酬も同時期に改正していますので、御理解いただ

きたいと思います。

以上のことにより、議案第９号、南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部改正については、賛成するものであります。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第９号、南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

改正についてを採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第１３ 議案第１０号
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○議長（景山 浩君） 日程第１３、議案第１０号、南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長です。議案第１０号、南部町

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について審議いたしました結果、

全員一致で可決すべきと決しました。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１０号、南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１４ 議案第１１号

○議長（景山 浩君） 日程第１４、議案第１１号、南部町監査委員条例の一部改正についてを

議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第１１号、

南部町監査委員条例の一部改正についてを審査した結果、全員一致で可決すべきと決しました。

以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１１号、南部町監査委員条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１５ 議案第１２号

○議長（景山 浩君） 日程第１５、議案第１２号、南部町国民健康保険条例の一部改正につい

てを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第１２号、

南部町国民健康保険条例の一部改正についてを審査いたしました結果、全員一致で可決すべきと

決しております。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１２号、南部町国民健康保険条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１６ 議案第１３号

○議長（景山 浩君） 日程第１６、議案第１３号、南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例等の一部改正についてを議題といたします。
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予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第１３号、

南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正についてを審査

した結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１３号、南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１７ 議案第１５号

○議長（景山 浩君） 日程第１７、議案第１５号、南部町コテージ条例の一部改正についてを

議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第１５号、

南部町コテージ条例の一部改正についてを審査しました結果、全員一致で可決すべきと決しまし

た。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。
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これより、議案第１５号、南部町コテージ条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

ここで休憩を取りたいと思います。再開は１０時５分といたします。

午前 ９時５０分休憩

午前１０時０５分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

・ ・

日程第１８ 議案第１６号

○議長（景山 浩君） 日程第１８、議案第１６号、令和５年度南部町一般会計予算を議題とい

たします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第１６号、

令和５年度南部町一般会計予算について審議いたしました結果、賛成多数にて可決すべきと決し

ました。

御意見ございましたので、何点か御披露申し上げます。まず、反対の理由でございます。一つ、

コロナで景気が停滞、電気代も上がり、住民の暮らしが大変な中で町ができることは公共料金を

引き下げて暮らしを応援すること、せめて所得制限を設けるなどして対応をするべき。一つ、ま

ちづくりの在り方について、地方創生交付金ばかりでなく、環境問題と再生エネルギーを重視し

た予算に転換していくべきだ。一つ、保育園の在り方について、民設民営にするメリットが見え

ない中で進めるということは子育ての町南部町の根幹が揺らいでいる。保育士をきちんと配置で

きるようなまちづくりをしていくべき。一つ、公共交通政策について抜本的な取組を位置づける

べきである、このような意見がございました。

賛成の理由でございます。一つ、フルーツロード構想、これを契機としたまちづくりが、一歩

踏み出したと思う。第一次産業に力を入れてこれを応援していくべきである。一つ、ローカル電

子マネーについて、少子高齢化の中でいかにして町民を守っていくのかという姿勢が見える、こ
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のような御意見がございました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤学です。議案第１６号、令和５年度一般会計予算、反

対の立場から意見を述べさせていただきます。今回、特に農業関係のほうに集中してちょっと述

べさせていただきます。

今回の４年度の補正ですけれども、この中で多面的機能支払交付金事業、これが５２０万円の

減額、それから南部町果樹生産振興事業、これが６７０万円の減額、それから新規就農総合支援

事業、これが約３４０万円の減額、それから経営体育成支援事業、これが２，７４０万円の減額、

これらの減額の理由はいろいろありますけれども、ほぼこれと同じ事業が今回の５年度の事業に

そのまま盛り込まれています。経営体育成支援事業に関しては、就農が当初、１年を予定してい

たけれども、半年になった。それから、土地改良トラクターの導入を見送った、こういった理由

などが上げられております。

今回、それと一方で、先ほどもありましたけれども、産地生産基盤パワーアップ事業、これが

１，８６８万５，０００円、がんばる地域プラン支援事業が１，０９９万円、それから農地耕作

条件改善事業１億１，１９０万円、これは今回新たに盛り込まれたプランで、これのうちフルー

ツロード計画が一番多いわけですけれども、これは長期的なプランで、ぜひ成功させていただき

たいし、ぜひお願いしたいとも思っていたプランです。

ただ、その前に一言言っておきたいのが、今回だけではありませんけれども、補助率が大体５

０％の場合、国が２分の１、県が２分の１、町が２分の１、もしくは県が２分の１、町が２分の

１、あと国が丸々１００％の補助、こういったパターンが多いわけですけれども、この県とか国

が係ってきた場合の補助に対してこれが減額になってるっていうパターンが大変多いと私考えて

おります。

私の知り合いで、１０年以上前に広島から来られて、現在、伯耆町でイチゴ栽培をされてる方

です。この方が言われるのが、自分が就農したとき、当時の補助事業は大変大きいものがあった、

しかも何にでも使えた、さらには戻さなくてもよかった。自分が農業で、イチゴ農家で生計が立

てられたのは当時のそういう補助があったから立てられたんだ。現在の補助では多分やっていけ
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ないだろうっていうのがこの方の意見ですっていうか感想です。現在この出ていることに関して

は県や国に対して現在の制約、これをもっと緩和していくべきではないか、このことを意見とし

て反対の意見とさせていただきます。

それと、もう一本、今回大幅に減ったのが、汗かく農業者等支援事業２，５５８万円、それか

らスマート農業社会実装促進事業４０９万４，０００円、このうち汗かく農業者等支援事業は、

これは御存じのとおり新型コロナ感染の影響を受けて、それで始まった事業です。これ多くの方

が大変喜ばれて活用された事業でした。１年で打ち切ったことは大変残念でなりません。以上で

す。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） １番、 田光雄です。議案第１６号、令和５年度南部町一般会計

予算について、賛成の立場で討論させていただきます。

新年度予算では継続事業や新規事業はたくさんありますが、その中でも私が特に注目する事業

が何点かありますが、その一部を述べさせていただきます。まずは、住民とつながる役場推進事

業３０２万９，０００円、通称テノヒラ役場ですが、これではスマートフォンなどを使ってＬＩ

ＮＥという機能を使い、各種申請やアンケート、また小・中学校の欠席連絡などができるように

なり、特に町外等に仕事に行かれている方や子育てでなかなか役場に来られない方、また御高齢

者の方にとっても活用の場面は多くなると思われます。

また、それに付随するような形ではあるとは思うんですが、住民票等の写しのコンビニ交付１，

０４６万１，０００円ですが、これは全国どこからでも時間等に関係なく住民票や印鑑登録証明

をマイナンバーカードを使って取得できるサービスで、これもやはり住民の方々の利便性を向上

させることができると期待できます。

そして、地域活性化ポイント導入事業３，９７８万６，０００円では、町内で使用できる地域

通貨を導入することによって町民はお得にお買物ができ、また町内消費の喚起にもつながると期

待しております。

また、フルーツロード構想関連では複数事業がございますが、約１億円以上の予算を使い、南

部町果樹生産の維持・向上を目指し、これからの南部町のさらなる魅力発信、地域活性化にも期

待しています。

今年の１月の２２日に、新☆青年団や高校生サークルの皆さんと語る会で感じたことは、皆さ

ん将来の南部町についてしっかりとした意見や危機感を持っておられたことでした。子育て施策
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や地域活性化など、これからの南部町を支えていただく若い世代の方が活躍でき、また使える仕

組みというものを今からもつくっていかなければならないと考えます。福祉や介護にも直結する

ことだと思いますので、大変重要なことだと思います。

今年度の事業ではまだ十分とは思いませんが、南部町を一歩前進させる事業も予算化されてい

る令和５年度南部町一般会計予算であると思いますので、賛成の討論といたします。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾共三です。議案第１６号、令和５年度南部町一般会

計予算について、反対いたします。

２つ反対理由を言います。まず一つは、学校給食のことであります。３月議会では私だなくて

同僚議員がやりましたけども、一貫して各議会、定例議会に学校給食の無償化、このことを要求

して議論いたしました。しかし、なかなかそれが実現しておりません。

報道によりますと、２０１７年には全国で７６自治体があったそうです。ところが、２０２２

年の２月に全国では２５４自治体に広がっています。鳥取県もかなりの無償化、進んでおります。

一つは、コロナに対する交付金も利用されたと思うんですけども、しかし、一旦やられた以上は

これを継続したいという声が上がっております。

南部町議会も議会として議員要望を毎年執行部のほうへ要求出すんです。今度の分でも出しま

した。学校給食を無償化ということで議会としての要求を出したのでありますが、残念ながらそ

れに対する答えは出ておりません。

今、子育ての状況は大変厳しいです。そういう中で、特に若年といいますか、子育ての人は若

い方です。そういう中での負担を軽減すること、このことを力を入れること、これが一つのやは

り少子化対策の大きな視点だと思います。この学校給食の無償化を新たな年度ではぜひその年度

中に実施すること、このことを求めるものでありますし、そのことについてのまず１点、学校給

食費の無償化、これが予算に具体的に上がっていない、このことが一つの理由です。

２つ目の理由は、私、２回ほど定例議会で質問いたしました。町道・林道の改修を進めること、

特に林道もそうですけども、町道については本当に高齢化でなかなか手がいかない、そういう状

況で進んでおりません。そういうことで昨年は２名のことの雇用だったんだけれども、なかなか

成り手がない、募集はしても応募される方が少ないいうことで苦慮されていて、答弁の中でも、

町長もやはりそろそろ考えるべきでないかということもあったんです。

今年の予算見ますと、やっぱり作業員を、２名分の予算が上がっております。前年度より若干
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増えております。新年度の予算総額が７７５万１，０００円上がっております。私は、雇用でや

られるということを、それで応募の人があったら万々歳ですけども、しかし、非常に厳しい、雇

用者がないということ、応募者がないということで苦慮されていることを、町長の答弁ありまし

た。この際思い切って企業のほうへお願いしたらどうなのか。予算をつけて、もっと。やること、

そのことで各集落の苦労されていることを解決すること、このことをやるべきだということで指

摘して、今年度の当初予算については反対するものです。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１０番、板井隆君。

○議員（10番 板井 隆君） １０番、板井隆です。議案の第１６号、令和５年度南部町一般会

計予算に対して賛成の立場で討論をさせていただきます。

今年度の一般会計予算は７７億４，７００万円で、昨年はコロナ対策等で国からや県や地方創

生臨時交付金等の財源があった予算でありましたが、今年度は財源が不透明な現状でありながら、

前年度予算を、１億１，０００万を超える、増額した過去最大の予算でありました。町長のやる

気がうかがえるところです。

執行部からの資料で、歳出目的別の歳出予算について賛成の立場で言いますと、衛生費を見る

とコロナワクチン接種体制に３，３００万円、先ほども言いましたが、国からの交付金が想定さ

れない中で、町の一般財源での対応でありました。

次に、民生費については、新しく出産・子育て応援交付金、誕生祝い金も含めた事業、さらに

乳児紙おむつ支援事業等、この紙おむつについては議会からの提案で年齢を少し延ばしていただ

きました。ということで、それぞれ子ども・子育て支援、南部町は手厚いと言ってもらっている

以上の手厚さが、この予算の中で対応されていると思いました。この民生費は町全体の予算の３

１％をかけています。高齢者の方を含む住民の生活や安心・安全に予算が多く計上されていると

いうふうに思っております。

また、農林水産業については、先ほど 田議員のほうからもありました農地耕作条件改善事業

１億１，１００万円の予算が計上されております。これは一年中フルーツが楽しめる、フルーツ

生産で活気あるまちづくりプランを持って、南部町の三崎、浅井、高姫、鶴田、田住等、町の特

産である柿、梨、ブドウ、ブルーベリーを線でつなぎ、観光の誘致をするもの。さらに、樹園地

の後継者に悩む生産者の方々の解決に担い手を募集し、育成支援や、さらに周辺整備を行うもの

です。正直なところ、やっと本格的に腰を上げていただいた、農業に力を入れていただいたとい

うふうに喜んでおります。
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さらに、商工費では、地域活性化ポイント導入事業で、南部町通貨的なポイントチャージをす

ることによって町内でのお買物ができる地域内経済循環を促す事業であるというふうに思います。

先ほど農業事業のことで加藤議員のほうから反対討論がありました。私たちは補正にしても、

新年度にしても、執行部の皆さんから意見を聞いて、それに対して質疑をしながら予算判定をし

ます。先ほどの反対討論については若干申し訳ないんですが、本当に執行部の予算を聞いてもら

ってたのだろうか、それに対して質疑をされたんだろうかということも考えるところがありまし

た。

亀尾議員の言われました学校給食費、これはやはり無償化ができればそれがいいとは思うんで

すが、やはり国の施策がこれから出てきます。この後、南部町も国に対して給食の無償化という

のを陳情で上げるようにしております。そういった意味も含めた前段として亀尾議員も言われた

んだというふうに思っております。

それぞれ議員一人一人が意見を聞きながら対応した賛成と反対ということも、執行部の皆さん

にも御理解をいただき、私の賛成討論といたします。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議案第１６号の令和５年度南部町一般会計予算に反対をいたしま

す。

今回の予算は先ほど板井議員が述べた７７億４，７００万円で、前年対比１０３．８％、過去

最高になっているわけですよね。伸びているところ、心配されている地方交付税が前年対比１０

４％、１億４，０１９万４，０００円が増額されていると。この点から見ても、地方交付税の動

向を見れば、地方交付税が少ないのでできる仕事がないということは、昨年度に比べてもないだ

ろうというふうに考えます。

一方、コロナ等のこれまでの補助金がなくなったということもあるのかもしれませんが、今回

は最大の伸びを示しているのは、歳入では繰入金なんですよね、基金を繰り入れて。この基金の

繰入れ、前年比１．５倍で７億６７１万８，０００円。これを見る限り、私たちもあれやれこれ

やれと言っているんだけども、かなり繰入れをしながら、７億円の繰入れがなければ立たなかっ

た予算であるということも認識しています。だとすれば、どこにお金を使って、どこの無駄を省

いていくか、優先順位はどうなのかということをより吟味していかなければならない予算なんだ

ろうなというふうに痛感したわけです。

歳出のほうで見れば、一番の伸びが商工費の、先ほど言ったポイント導入事業ですよね。これ
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がデジタル田園の交付金も使って３，９７６万円近くしています。これが成功するかどうかって

いうのは、丁寧な仕組みの説明と住民との協力だというふうに考えています。これについては成

功することを私たちも協力していきたいというふうに考えています。

あと、先ほどから出ている農林業では１億円以上の歳出となっています。フルーツロード構想

ですね。１０年間にわたってしていかなければ、今後２年や３年の支援ではなかなか行き届かな

いところ見れば、これは賛成する、反対する議員も含めて、より支援体制を町を挙げて取るべき

だという点では一致する内容ではないかというふうに考えています。

あと、教育費では１２％ぐらい伸びていますが、学校の体育のＬＥＤ化とかホワイトボード、

これも必要な内容だというふうに思っています。民生費も先ほど占めた、一番占めている中でも

４．７％の増ですよね。

そこで、私はこの全体の中を見てて、民生費関係と総務の関係で２点指摘しておきたいことは、

民生費の中でも一番伸びてきているというのが自立支援介護給付事業なんですよ。本年度は前年

比４，９９０万円の増で、３億９，５８８万３，０００円に増えている。御存じのように自立支

援介護給付事業というのは、自立支援の必要な障がい等の方々に対する事業であるから、これが

伸びて必要であって、より豊かで過ごしやすいまちづくりにしていくということについてはもち

ろん反対することでないんです。

ただ、この令和２年から見た場合、令和２年、３年、４年、５年で見た場合、令和２年が２億

７，４６２万円だったのが、令和５年で３億９，５００万、約４億円ですよね。１億２，０００

万円以上の伸びがこの３年間で起こってるわけですよ。これについてはやはり、その４分の１が

町から出すことになって、４分の１でしたね、たしか。出すことになっていますから、これはや

はり丁寧な状況の把握と今後の計画が要ると思うんです。どういう、それで広く住民に理解して

もらうためにも、共生のまちづくりについていえば、障がい者の方々が生き生きと暮らせるとい

うことは大変いいことだと思うんですけれども、そこに住民理解を得ていくという点でいえば、

このお金の使い方もあるし、その分析と今後の計画ですよね、これはやはり住民に明らかにしな

いといけない内容だというし、このやはり伸びについての説明も今後要るというふうに考えてい

ます。やっぱりうちの南部町で最近の予算を見れば特徴的な内容だという点では、やはりその説

明と今後の対応が要るなというふうに感じたことです。

それと、総務のケーブルテレビの施設管理で９，８００万円、約１億円近く出ているんですね。

これも古くなってきたから直すということなんですけども、若干議会側としては唐突なイメージ

持ったのも事実です。今まで説明もなかったことと、こういうことは計画的に取り組むことでは
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ないのかなと思ったことと、施設管理をしてあの建屋、あの構造物が、たくさん入れた機械がき

ちっと作動できるような仕組みになっているのかも含めて、どんな問題点があるのかと考えてい

かなければ、投資をしても問題点があるというようなことあるのではないかというところの説明

がなかなか、こちらも十分求めなかったこともあるんですけども、この施設管理等については、

こういうふうな多額のお金要するときは、やはり計画的に取り組んでいるという中で説明すべき

ではないかっていうことを指摘しておきたいというふうに思います。

それで、あれがいけん、これがいけんばっかり言ったらいけんですけども、もうちょっと小さ

いことで先言わせてください。一つは、議会でやっぱり気になりましたのは、企画がやってるし

ごとマッチング事業ですね。これ確かに子育て中のお母さんとかに仕事が行き渡るっていいんで

すけど、人口１万ちょっとの町で、町もあって、いろんな組織がある中で、果たして２，５２３

万円のお金をかけてするようなことなんだろうかと。地方創生の交付金が約半分あるとしても、

この２，５２３万円を使っていることに対しての実績はどうだったのかっていうの、要るんじゃ

ないかと思うんですよ。

それと、やはりこういうお金をかけないとできない内容なのかということがやはり疑問点とし

て残っているので、その今後の在り方についても、今後は、今年は、本年度減る予定だったって

説明あったんですよね。今までの継承者が辞めてしまったので、また同じように要るっていうん

ですけども、そんなにこのしごとマッチングで専門的な仕事、なければできないのかというとこ

についても私は疑問持っているわけです。

このことについても精査していただきたいと思うのと、宅地開発１，０００万、これもずっと

上がってるんですけど、何回も議会からも意見が出てるんですけども、見直されないんですよ。

何に執着しているのかってよく分からないんですけれども、４件を条件にしてて、４件分を宅地

開発する業者って決めているからできないのか。これ何年間も上がったまま予算が消化されてい

ないということはやはり問題があるという点から、見直しをすべきだというふうに考えています。

それから、小さい話のところでは、緊急通報ネットワーク事業で、町では今後約２０人に対し

て独り暮らしの高齢者を対象に緊急通報の機器を置くっていうことなんですよね。買うときは所

得制限があって、基準もあるんですけども、使うときは１か月当たり１，３２０円の使用料取っ

ているんです、使おうが使わまいが。これはもう何年も前から言ってるんですが、２０人に総額

１か月で１，３２０円払ってて、２０人で約３０万ちょっとあれば実施できることなんですよ。

片やよそから来られる人のために家を１００万、２００万直して、公費を出して、今後改修で

きるという下で使うということの反面、この町でずっと税金払ってきて暮らしてきて、独り暮ら
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しになった高齢者に対して緊急通報ネットワークするのに、使うのに、使っても使わんかっても

１か月１，３２０円って酷ですよ。

議会の委員会ではせめて所得制限を設けるかして対応すべきだっていうことも意見出させても

らいましたが、私は、これは全額町がやるべきだと毎年指摘している。何ら変えないということ

は町長に伝わっていないのか。そんなことないですよね、私たち毎回予算要求もしている。本当

に住民の暮らしを考えているのかという点では、真剣に考えていただきたいという点を指摘して、

私たちは予算については、今年度の予算は物価高、とりわけ電気代が高い、年金が下がる一方だ

という中では、あらゆる努力をして公共料金を下げる予算にすべきだということを言っています。

具体的に言えば、特別会計等に、大変ですけども一般会計から繰出し等も行いながら公共料金

を下げるべきだ。住民が、電気代が高いといっても電気代の補助するってなかなか難しい、制度

的には。電気代下げることも難しい。しかし、これはこの３月にまた上がると言われている段階

で何らかの形を取るとすれば、町が責任持って集めてる公共料金下げることが一番の仕事ではな

いかと思うんです。そういうことをしていただきたい。

第２点目には、今、全国的にはこの物価高と、高騰と同じように、苦しさの原因の一つに賃金

が上がらないという構造があるのと、派遣等で非正規の職員が多いことが指摘されています。自

治体職場でもこういうふうに、いわゆる非正規の方が多いということが指摘され、その改善も求

められており、少しながら会計年度任用職員の制度も格差を埋めるために今回も条例で上がって

いましたけども、そういう動きはあるにしても、現在うちの町では正規職員１３６に対して、会

計年度のフルタイムの職員が６７人、パートの会計年度が１４８人います。言ってみれば３分の

１が会計年度のフルタイムの職員で構成されている。その６７人の約半数に当たる３２人が保育

園、小・中学校、図書館のほぼ女性で占められている。

指摘したいのは、保育園、小・中学校、図書館で働いてる方は、それなりに学校の事務の方も

いらっしゃるんですけれども、あとは保育士の資格、学校の教員の資格、図書館司書の資格、こ

れらを持っている方々が会計年度任用職員で何十年も働かされている。これは即刻改善すべきだ

というふうに考えます。なぜならば保育園は保育士資格のいる方がいないと運営できません。小

・中学校の支援に入る方々も教師の資格がないと子供に当たれません。図書館も図書館司書じゃ

ないと住民にサービスを提供することはできないと思うんです。これは通常の業務に当たること

であり、決して会計年度のフルタイムで対応することではない。こういうことを考えれば、年次

的な採用計画、とりわけ専門性を伴うものについては年次的な採用計画を立て、年齢制限を設け

ずにこれまでの会計年度任用職員も対象にした正規雇用に向けて足を踏み出すべきではないか。
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このことが自分とこの町だけでできないというのであれば、西部の市町村長で話し合っていただ

きたい。そのことが地域活性化にもつながり、若者が、若い女性が南部町に住み続けることの一

因にもなるというふうに考えます。

２点目には、保育の民営化を、民間移管をやめるべきだという意見です。今回、サービス化に

ついていえば、財政的なことと民間に行ったらサービスの向上がなり、職員の雇用も安定すると

言いました。サービスを受ける保護者側から見れば、今回も、令和５年度も民間の民営化してい

る両園についてはゼロ歳児を保育することができない状況が今回も続いているのです。住民から

見れば休日・夜間サービス等が欲しいという意見があります。過去十数年間、民間移管、民営化

した保育所の中でどれだけ公立と違うサービスができたか。早朝保育ですよね。これだけなんで

すよ。大本は町であろうと、民間であろうと、保育士がいないという問題があります。だとすれ

ば、保育士の抜本的な改善対策を取って、これを確保することが一番だというふうに考えます。

決して、民間移管して保育士の充当ができるとか、サービスがよくなるということはないという

ことは、ここ十数年間で痛感していることです。

それと、財政的に民間が建てたほうが有利だというのですが、これはもう議会の資料の中でも

明らかになっていることです。年間僅か５０万、１５年間で。それだけのために町の保育園をや

めようとするような計画が安易にできるのか、こういうことについては真剣に考えるべきだとい

うふうに考えます。

加えて、私は、この無理筋の民間移管への取組ですから、やはり綻びが出てきているのは、こ

の用地選定について出てきていると考えています。先ほども補正予算でも言いましたが、町長は、

一般質問では対象となる民間の方とは話し合ったことがないと言いますが、これは町長の今回の

答弁でも、課の聞き取りも、公ではないけれども、情報は提供しているということです。このこ

とが果たして、今後民間移管していこうとするものに対しての在り方が、これが住民に対して公

平で公正だと言えるのか。私はここも検証しないといけないというふうに思っています。今の段

階で住民の声を聴いたともいえないこの内容については、私は決して強行すべきではないという

ことを言っておきたいと思います。

３つ目には、先ほどできました農業についての動きとともにこの町が活性化するには、外から

来る人がお金を落としてくれるとか、外の人に頼るのではなく、今この町に住む方々が、この町

の自然や環境を生かした中で、どのような産業を興せるかというところを追求していくべきでは

ないでしょうか。私はそういうところを企画の仕事として大きく位置づけてほしいなというふう

に考えています。具体的には、第一次産業の育成に農林業、これは今、今後話題になってくるで
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あろう再エネでのまちおこしということを柱に加えてほしい。

この中で、林業の問題と同時に、今回も国連が発表しました、温室効果ガスがこれでは、今の

ままではいけないよと。３５年までに１９年対比で、排出量を６０％削減せんといけんと。それ

にもういや応でも向かっていかなければいけないときに市町村のすべきことは、このような再エ

ネを動かしながらそこで雇用と自然を守っていくには、私は南部町の地理的条件、自然条件が最

適だというふうに考えています。そういう点では、そういう専門家を呼んでいろんな勉強してい

ただきたいし、そういう方向で雇用と活性化を図っていくという大きな柱を立てていただきたい

ということです。

その中には、西部広域で今回３，０００万近くの予算が増えているごみの収集の、ごみの関係

の問題です。広域化すればするほどお金がかかる、減量化にも反してくる。そういう意味でいえ

ば、この減量化をすることは温室効果ガスの排出のことを考えても町の責任であると思います。

このことも町の雇用につながるような在り方で減量化をし、ごみを処理していく方法を他町村で

は全国で行っているとこがあります。そういうところも一緒にやっていただきたい。

次の柱立てるのは、企画ばっかりで申し訳ないんですけども、公共交通をどうするかという柱

をもっと強く町全体の柱とすべきではないかという点です。聞き取りの中では、担当課がいろい

ろ努力されながら一つ一つ前進しているという姿には、議会としてもしっかりと聞き取っていま

す。でも、これは一課の問題だけではなくって、町全体が公共交通の策定委員会で、よその業者

や、連れてくるのもいいんですけれども、町内でもっとどういう問題があるのかをしていきなが

ら、町の太い柱として公共交通を位置づけて、それもこの町で産業となるような、雇用ができる

ような仕組みをつくっていくというところに町は軸足を置くべきではないでしょうか。

ということは、一つには、福祉を充実するという点から会計年度職員と女性の職員の待遇改善

を図ること、それから農林業に軸足を置いた産業を興してＣＯ２の排出削減をしていくようなま

ちづくりしていくこと、公共交通でこの町のどこに住んでてもみんなが住み続けられる町をつく

っていくこと、このような３本柱をしっかりと支えていくようなまちづくりをしてほしい。その

ためには地方創生交付金、デジ田に頼るというのは少々また道を遠回りするのではないかという

ふうに考えています。町独自で使えるお金は限られていると思いますが、住民の声を聴きながら

そういう方向にかじを取る予算にしていっていただきたいと訴えまして、反対討論とします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１１番、細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） １１番、細田です。この令和５年度の一般会計予算については、
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賛成の立場から討論させていただきます。

真壁議員がるる言われまして、前半の話をお聞きしましたら、今回は、当初予算賛成かなと思

っておりましたが、中身の半分以下については聞き取りの中で問題点をるる言われました。これ

は担当課も聞いておられますので、できることはしていただきたいし、また、それこそ全部した

らこの予算で足るかなっていう感じもいたします。

今回の令和５年度の当初予算７７億４，７００万、前年度が７４億６，３００万で、２億８，

４００万も増えてます。３．８％も増えました。それで、もうこれで大丈夫かと思ってましたら、

一番心配したのが、今、真壁議員の言われた繰入金が７億から入ってる。それで、心配したのが

基金なんですよ。基金の残高がこのまま予算を執行されれば、基金が、令和４年度が３１億２，

７００万なのが２４億８，９００万にまで下がります。別に基金があって住民の生活が活性化し、

よくなれば別に問題ないですが、今後の執行部のこの予算について十分精査し、頑張っておられ

るし、成果を上げてこの基金が、また繰入金が戻るように頑張っていただきたいと思っておりま

す。

今回の当初予算、特徴的に言いますと、見ましたら、町長言われました執行部もみんなよう頑

張っておられまして、まず第一に第一次産業と第二次産業、第三次産業等に力を入れておられま

した。具体的には、 田議員とか板井議員とか皆さんが言われた中ですが、その中でもしが町で

これから少子高齢化の中でどうして地域の生活を、地域の住民守るかというので、デジタル化が

ほんに、本庁にいろんな手続をしてくるのもいいですけども、テノヒラ役場といってスマホで、

ＬＩＮＥで、コンビニ等で手続ができるような制度を今回は政策としてされました。僅かのお金

ですけども、これができればそれで一歩前進。また高齢者等も、この高齢者がスマホを使いやす

いように皆さんほんに、職員が出かけて高齢者のスマホ教室をされながら便利にされておられま

す。これがもっともっとうまくいけばよくなると思いますし、それを活用した商工費で、中で地

域活性化ポイント導入事業でローカル電子マネー、この１人ずつに２，０００円の付与して、こ

のマネーに。地域で活性化されるようにシステムをつくられる、これも一つの大きなポイントじ

ゃないかなと思っております。これはただ使うじゃなしに、今度いろんな政策で、町が行う政策、

地域振興協議会が行う政策等に参加されればそこにポイントがつくと。このポイントも還元でき

るようなシステムになっておるようでして、これはもっともっと今度は地域力と住民力がパワー

アップされるんじゃないかなと期待しております。

今回の予算の中でも特に、第一次産業の農業、林業、特に農業ですが、初めて１億円を超す予

算をつけられました。議会も視察行ってまいりました。フルーツロード構想、一番最初にこれを
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一般質問で米澤議員が言われまして、これが一応形にできました。旧会見でこのフルーツ、これ

を生かしたまちづくりをしようというので具体的に予算がつきまして、まずハード面からこれが

１億２，０００万ぐらいですか、ついておりますが、全て。これを活用した、まず今年はハード

でいいです。次はこれを活用した取組を、１年、２年でできるもんじゃないと思いますが、１０

年、２０年を見据えた、これができるような体制を、これを一歩として取り上げていただきたい

と思います。

今回の予算でも、教育にも力入れておられました。その前に子育てにも力入れておられます。

これは補正予算からありましたけど、出産・子育て応援交付金で１人たしか１０万円でしたね、

１０万円出ます。これも補正予算からの続きで、これも今回もやると。

もう一つは、乳児の紙おむつ支援事業で１人５，０００円でしたね。新生児に５，０００円、

１年間出しますという事業で、やっぱり子育てにも力入れておるなというように今回の予算は感

じさせていただきました。

それと、もう一つは、総務課で大きな９，８００万、約１億の予算がついております。これは

ＣＡＴＶの設備等がありますが、主なのはうちのこのＳＡＮチャンネル、この機械がもうめちゃ

くちゃ古くて代替がないという中で、今後もいろんな風水害とかいろんな防災・減災の中でも、

このＳＡＮチャンネルを生かすためにも、これは大事な予算でございますので、もしも、遅かっ

たかな、もうちょっと早く欲しかったですねという感じいたしました。

あとは、やっぱり教育も力入れておられました。黒板が白板になる。いいことですし、体育館

をＬＥＤ化すると。

それで、私たち議会も高校生サークル、青年団と年に１回ぐらい話合いをして対応はしており

ますが、その青年団、高校生サークルに人材をそこに１人つけて後押しして、ますますもうパワ

ーアップするということで、初めてですが、地域おこし協力隊をそこに入れると。これは最初び

っくりして、何で教育委員会が地域おこし協力隊かなと思ってましたが、そういう意図があるっ

ていうことですので、これを活性してますます若者の地域おこし、青年団、高校生サークルがも

う一回り二回りパワーアップできることを期待した予算だと思っておりますので、ぜひともお願

いしたいと思います。

あとは、この今回の予算、本当に農業、また子育て、商工業、ＳＡＮチャンネル、もちろん福

祉もですが、今度まだコロナ対策もあります。それと、教育にも力入れた満遍なくいい予算立て

られておられますので、必ずきちっとした実行されまして、できましたなら７７億余のお金を使

いますので、これが元に戻るような、またいろんなことを頑張っていただいて、最少の予算で最
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大公約ができる、効果ができることを皆さん方が力合わせて今回の予算は執行していただきたい

ことを思いまして、今回の当初予算、賛成いたします。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第１６号、令和５年度南部町一般会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

ここで休憩を行います。再開は１１時１０分といたします。

午前１０時５４分休憩

午前１１時１０分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

・ ・

日程第１９ 議案第１７号

○議長（景山 浩君） 日程第１９、議案第１７号、令和５年度南部町国民健康保険事業特別会

計予算を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第１７号、

令和５年度南部町国民健康保険事業特別会計予算について審査いたしました結果、賛成多数にて

可決すべきと決しました。

御意見ございますので、御披露いたします。まず、反対の理由でございます。公共料金の引下

げを求めており、国民健康保険税についても引下げを求め、反対する。

賛成の御意見です。当初予算については保険税を決定するものではなく、今後の運営協議会で

決定していくこと。保険税を下げろということは分かるが、今置かれた状況の中でなるべく上げ

ないように頑張らないといけないと思う、賛成するもの。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。
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１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議案第１７号、令和５年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

に反対をいたします。反対の理由は、先ほど言った引下げを求めています。

今回の令和５年度の国保会計は歳入歳出とも１４億１，０７０万円で、前年比１億１，４００

万円の増です。これは保険給付費が１億８７０万ほど増えて１０億９，３９２万になったという

ことで、給付費の増による会計全体の増だというふうに考えます。いわゆる保険給付費が１億幾

ら増えてきている。これは３年間の平均を取ったというんですけども、その一方で保険税は対象

者が減のこともあり、１，１５６万円ほど下がってきているわけです。

県に納める納付金も１億８，２７８万で、２２１万円ほど減っている。今の県に一本化された

中で、納付金という形で県に納めるお金ですよね、これも減ってきてるんですけども、こういう

ふうに給付費が増えながら納付金が減るということは、来年度、再来年度、この納付金等につい

ても、いわゆる給付費増の影響が出てくるのかなと思えば大変厳しい内容になってくるだろうと

いうことは私たちも想像できるわけです。

しかし、何回も指摘するように、国保税というのはそもそもほかの保険に入られない方々が最

終的にセーフティーネットとして入られる制度です。そこで言えば、どうしても昔は自営業者等

が多かったんですけども、所得の少ない人が、仕事のない人たちが入ってくるようになる構造的

な問題が起こってるということは町長も認めているところで、この構造を根本的に変えなければ

具体的な解決策にならないということ私たちも承知をしているところですが、何回も言いますが、

今の住民の状況から見てやっぱり国保税は高いというのは具体的な事実だというふうに考えます。

今回の予算見てたら、いわゆる出産育児一時金については４２万を５０万に上げた、これは国

の制度で上げることになりましたから、このことについてはよいことだと思っています。

具体的には、具体的な反対項目としては、葬祭費の給付費が２万円ってあるんですけども、こ

れも聞き取りの中で、他町については３万等払っているところがあり、２万円というのは一番低

い金額だ。とはいいながら、一番低いといいながら、市町村では一番多いのが２万円です。これ

を、昨今の町内での葬祭の在り方を見れば、以前のような家で行っていたことを考えれば、葬祭

会館利用することにより葬祭費用っていうのがかさんできているところから見れば、この２万円

は引き上げるべきだというふうに考えます。これを言ったときに、県で考えているというんです

けれども、町は先んじてでもこの２万円を３万等ないしはもう少し上げることを考えるべきだと

思います。

この案については、国保に賛成討論としては、今のところは組み立てただけで、これで運協を
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開かないと分からないというんですが、これ見ても分かるようにほぼ前年並みで、何ら軽減策が

新たに取られていないところから私たちは反対するわけです。ただ、委員会で、賛成討論でもあ

ったように、引き上げることはないだろうということですよね。少なくともここは一致している

ということを執行部に伝えて、引き上げないと同時に引下げを求めて反対をいたします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 賛成の立場で討論させていただきます。国保のところです。

先ほど真壁議員からも御指摘あったように、給付費が増加している、そして構造的な問題もあ

るということは御理解いただけていると思います。そして、葬祭費について、ここは私ももう少

し熟考する必要があるというふうに執行部のほうに申しおいておきたいと思います。

以前よりこの国保には様々な課題があることが指摘されております。会社員や公務員が加盟す

る、いわゆる被用者保険と比べて保険給付費は格段に多くなっております。国からの国費、いわ

ゆる相応のてこ入れがあるとはいえ、自営業、フリーランスよりも高齢者が多く占めている構造

は、国保は高いと言われる主な要因となっております。さらに、近年のコロナによる収入減によ

り一段と厳しさを増し、国保の不安定化の一因にもなってることを承知しております。

一方で、コロナによる一定の収入の減少が認められた場合、保険料の減免や徴収猶予などの措

置がつくられてきました。また、従来から急激な収入減に対応する減免措置、いわゆる７割、５

割、２割減免なども講じられております。

しかしながら、国保は先ほどからも述べておりますように、被保険者の多くが高齢者で占めて

おりますし、また、年金生活者が多く占めている構造となっております。仮に保険料を下げた場

合、膨れ上がる医療費を十分にカバーできるとはとても思えません。

以上のことから、国保は高いというテーマにおいて、後期高齢者医療制度も同じことが言えま

すが、予防に力を入れ、病気になりにくい体づくり、健康づくりに力を入れていくことが何より

も優先だということを御理解をいただきたいと思います。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第１７号、令和５年度南部町国民健康保険事業特別会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・
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日程第２０ 議案第１８号

○議長（景山 浩君） 日程第２０、議案第１８号、令和５年度南部町後期高齢者医療特別会計

予算を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第１８号、

令和５年度南部町後期高齢者医療特別会計予算について審査いたしました結果、賛成多数にて可

決すべきと決しました。

反対意見、賛成意見ございましたので、御紹介いたします。まず、反対理由でございます。健

康保険を年齢によって後期高齢者などと分けることは差別に値する。後期高齢者は年金生活者で

あり、年金は下がり、負担は増えるという厳しい状況。マイナンバーカードの所持により窓口で

差別をするなどとんでもないことである。

賛成の意見です。後期高齢者制度については以前から認知をされている。低所得対策として７

割、５割、２割軽減制度が充実している。今後の負担増については精査すべき問題とは思うが、

予算の中身については問題ないので、賛成する。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾共三でございます。議案第１８号、令和５年度南部

町後期高齢者医療特別会計の予算に反対するものであります。

先ほど委員長の報告にありましたけども、私も後期高齢者医療保険についての問題点も重複い

たしますが、述べたいと思います。

２００８年から始まった制度ですが、年齢で区切り、高齢者を差別する、別枠にする、このよ

うなことは許されない問題ではないでしょうか。これは人権に関わる問題だと私は思います。そ

して、負担増ということになりますけども、差別によって医療費を区別する、いわゆる一般の国

民健康保険から離して別に高齢者を分けるという、重複しますけど、そのようなことをやっては

いけないという具合に思います。

さて、６回にわたって保険料の値上げがされました。物価が上がる中、年金の支給はだんだん
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下がっていく、こういう状況であります。本当に高齢者というのは、じゃあ別に手だてでそれを

補うかということになりますと、高齢になりますと体も思うように動かない。先ほどあった、言

われましたけれども、確かに国保の賛成者の、話してもらったですけども、病気になりたくない

から何とかして健康を保ちたい、それは皆さんも共通しております。私自身も該当者ですが、そ

ういう具合に思っております。特にそういう中で本当に暮らしが大変。そういう中、何としても

保険料が上がるということについては、非常に痛いところであります。

付け加えますが、マイナンバーカードを持たない者は窓口の負担を増やすということをやられ

るということです。私は、お年寄りは特にマイナンバーカードの普及率が少ない、このように聞

いております。そういう中で一つは、高齢者については管理が非常に難しい面もあります。誤っ

てなくした、そのようなことがあると思います。そういうことでマイナンバーカードと結びつけ

るなんてとんでもないことだと思います。私はこのようなことはすべきでないことも付け加えて

言います。

そして、後期高齢者保険は、今さら国保会計のほうに戻せというのは無理があるということは

十分承知しておりますが、しかし、年齢によって分けるようなこと、そのことはやってはいけな

いということを主張して、反対するものであります。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 亀尾議員御自身も被保険者だということですが、例えば現役の私

は窓口で３割負担しますし、前期高齢者の方は２割、後期高齢の方は原則１割となっております。

いい制度だと思いますけどね、私は。

後期高齢者医療制度ですけども、約５割が公費から負担されて支出されておりますし、約４割

が現役の、現役世代が負担しております。つまり７５歳以上のおじいちゃん、おばあちゃんの負

担は原則１割となっております。高齢により通院、入院などが増えることを前提にした窓口負担

を軽減する制度となっているわけです。

しかし、今後、団塊の世代が後期高齢に移行した際の予測では、令和７年度では令和３年と比

べ、被保険者は３００万人増加する。現役世代の負担は１兆３，０００億円増加の８兆円台を超

えてくるとしています。このような背景から、全ての世代が安心して医療を受けられる社会を維

持していくために、一定以上の所得がある方には申し訳ないが２割、現役並みの所得がある方に

は３割の窓口負担をお願いをするものであります。

１００歳時代と言われる今日、国民全体の医療費４２兆円に対し、後期高齢の医療費は令和４
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年度予算ベースですけども、１８．４兆円、つまり３分の１以上を占めております。少子高齢化

社会の中で、全世代で支えていかなくてはいけない、そのための医療制度だということを御理解

をいただきたいと思います。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第１８号、令和５年度南部町後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第２１ 議案第１９号

○議長（景山 浩君） 日程第２１、議案第１９号、令和５年度南部町墓苑事業特別会計予算を

議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長です。議案第１９号、令和５

年度南部町墓苑事業特別会計予算について審査いたしました結果、全員一致で可決すべきと決し

ています。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１９号、令和５年度南部町墓苑事業特別会計予算を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２２ 議案第２０号

○議長（景山 浩君） 日程第２２、議案第２０号、令和５年度南部町農業集落排水事業特別会
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計予算を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第２０号、

令和５年度南部町農業集落排水事業特別会計予算について審査いたしました結果、賛成多数によ

り可決すべきと決しております。

御意見ございましたので、御紹介をいたします。まず、反対の理由でございます。公共料金の

一部と考えている。このような経済状態の中、公共料金に値するものは引き下げるべきであると

いう、その立場から反対する。

賛成の御意見です。一般会計からの繰入れ状況を見るととても厳しい会計状況にあり、料金引

下げという状況にはならないと思う。公共料金引下げの気持ちも分かるが、そういう状況にはな

いし、頑張ってもらいたいので、賛成する。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤学です。（サイレン吹鳴）議案第２０号、令和５年度

南部町農業集落排水事業特別会計予算、反対の立場から意見を述べさせていただきます。

先ほど委員長のほうから話がありましたとおり、この後に出てくる２２号議案、これは公共下

水道とあるとおり、農業排水事業は公共料金の一部であると考えております。今回、現在のよう

な物価高騰の中では公共料金は引き下げるべきであると考えること、これがまず１点。

それと、もう一点は、減免政策を講じるべきだという点です。今回、新事業として乳児紙おむ

つ支援事業が出てきましたが、紙おむつを利用している乳児に関しては、この下水事業からはカ

ウントするべきではない、このことを申し上げて反対の意見とさせていただきます。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

８番、三鴨義文君。

○議員（８番 三鴨 義文君） ８番、三鴨でございます。議案第２０号、令和５年度南部町農業

集落排水事業特別会計予算に賛成いたします。

この会計予算は収入支出の差額分、いわゆる赤字部分を一般会計から繰り入れて収支バランス
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を取っている特別会計でありますが、予算を見ますとこの繰入金がいよいよ大台の１億円を突破

して、令和５年度では１億５８９万円の繰入れとなっています。全体の予算が２億１，３４０万

円ですので、ちょうど半分の繰入れとなっています。こうした繰入れがないと維持できない厳し

い会計であることを申し上げておきます。

支出で見ますと、電気代の高騰に大きな影響を受けながら、施設の維持・延命化を図って頑張

っていることが分かります。こうした努力が見られる令和５年度の会計予算となっていますので、

賛成をしたいと思っております。

先ほど来、公共料金として使用料の減免をするようにということを言われておりますが、そう

いう状況ではないということを御理解いただきたいと思います。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第２０号、令和５年度南部町農業集落排水事業特別会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第２３ 議案第２１号

○議長（景山 浩君） 日程第２３、議案第２１号、令和５年度南部町浄化槽整備事業特別会計

予算を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長です。議案第２１号、令和５

年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算について審査した結果、賛成多数により可決すべきと決

しました。

反対、賛成御意見ございましたので、御紹介いたします。まず、反対の御意見です。これも下

水関係の公共料金の一部と考えている。現在の経済状態から考えると公共料金としての意味合い

が大きいので、引き下げるべきとして反対する。

賛成の御意見です。この会計も一般会計から繰り入れて運営している会計である。浄化槽を設

置しているエリアは高齢化が進んでいるが、町は設置されている方を探して事業を着実に進捗さ

れているので賛成する。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた
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しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤学です。議案第２１号、令和５年度南部町浄化槽整備

事業特別会計予算、反対の立場から意見を述べさせていただきます。

先ほど述べましたとおり、１点目は、下水道は公共料金とほぼ同じものであり、こういった経

済状態の中では公共料金としての意味が深いので下げるべきである、このことが１点。

それと、もう一点も先ほど述べましたとおり、減免策を講じるべきである。これは今回、紙お

むつの支援事業ができたわけですけれども、やはり紙おむつを利用している乳児は、これは下水

会計のほうの人数には数えないで減免するべきだ、この点が２点目。

それと、公営企業会計適用債は５年度が限度だったと思います。今回、公営企業会計にも、一

般会計からの繰入れはやめないっていうふうに執行部から説明を受けております。このことをぜ

ひ守っていただきたいということを述べて、反対の意見とさせていただきます。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

８番、三鴨義文君。

○議員（８番 三鴨 義文君） ８番、三鴨でございます。議案第２１号、令和５年度南部町浄化

槽整備事業特別会計予算に賛成いたします。

この特別会計は、中山間地域の水洗化について各家庭に浄化槽を設置していく会計です。この

会計も収入と支出の差額、赤字分を一般会計からの繰入金によって収支バランスを保っておりま

す。繰入金は令和５年度の予算を見ますと３，８８０万９，０００円となっています。こういう

繰入金を得ないと維持できないこの会計も厳しい会計であります。

令和５年度の予算では浄化槽３基の新設計画でありまして、設置累計は５７２基となっており

ます。近年、中山間地域は高齢化が進みまして、もう自分は高齢だし、独りだし、もう水洗化は

いいわというようなお方が増えてきております。こういったところで新規設置は頭打ちになって

きていると思っておりますが、毎年３基の新設実施をして事業進捗を図っておられます。水洗化

率は７５．５％まで上がるということになっております。こういった努力を実感しておりますの

で、今後の事業推進に期待して賛成したいと思います。

公営企業会計一部適用になっても繰入金はあるというふうに話をもらっておりますけれども、

何でもかんでもどんどん増やしていいというもんでもありませんので、その辺は御理解いただき
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たいと思います。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第２１号、令和５年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第２４ 議案第２２号

○議長（景山 浩君） 日程第２４、議案第２２号、令和５年度南部町公共下水道事業特別会計

予算を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第２２号、

令和５年度南部町公共下水道事業特別会計予算について審査いたしました結果、賛成多数により

可決すべきと決しました。

反対、賛成御意見ありましたので、御紹介します。まず、反対の御意見です。これも公共料金

の意味合いが含まれる事業であり、現在の経済状況の中では、これは引き下げるべきという意見

で反対する。

賛成の御意見です。料金を引き下げて経営悪化したので、また引き上げさせてくださいという

ことにはならない。今の厳しい状況の中、料金体系を維持しなければならないし、公営企業に移

行していく中で料金を引き下げるということは経営のことを考えたらできないと思うので賛成す

る。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤学です。議案第２２号、令和５年度南部町公共下水道

事業特別会計予算、反対の立場から意見を述べさせていただきます。

先ほどからずっと述べておりますけれども、下水事業は公共であり、公共料金の一部だと考え
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ております。その立場から、現在の経済状況の中では公共料金は下げるべきだと考え、反対の意

見とさせていただきます。

それと、これも何度も言っておりますけれども、減免政策を講じるべきだと思います。今回、

乳児の紙おむつ支援事業ができました。紙おむつを使用している乳児というのは、基本的には下

水道は使いません。乳児の分に関しては頭数から外すべきだというふうに考えております。以上、

反対の意見とさせていただきます。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

８番、三鴨義文君。

○議員（８番 三鴨 義文君） ８番、三鴨でございます。議案第２２号、令和５年度南部町公共

下水道事業特別会計予算に賛成いたします。

私ももちろんその使用料金は安いほうがいいとは思っておりますけれども、中身を見ますとな

かなかそういうわけにもいかないですし、処理場とか施設を持ってるところはもろに電気代など

が影響してきております。この特別会計も収入と支出の差額分、赤字分を７，８６８万６，００

０円、これを一般会計から繰入れを受けて収支バランスを取っているやっぱり厳しい会計であり

ます。

予算の中身としましては、処理場等の電気代が高騰する中、大きな影響を受けております。維

持費が増額となっております。特に処理場の機械、器具にも老朽化が進みまして、修繕料が去年

で見ますと倍増となっています。前年度が６６０万だったのが５年度は１，２８０万と、倍とな

っています。さらに今後は管路の老朽化も進み、改修が必要になってくると思われますが、施設

の長寿命化とか努めながら頑張っていただくことに期待して、賛成したいと思います。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第２２号、令和５年度南部町公共下水道事業特別会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第２５ 議案第２３号

○議長（景山 浩君） 日程第２５、議案第２３号、令和５年度南部町太陽光発電事業特別会計

予算を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。
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予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第２３号、

令和５年度南部町太陽光発電事業特別会計予算について審査いたしました結果、全員一致で可決

すべきとしました。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２３号、令和５年度南部町太陽光発電事業特別会計予算を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２６ 議案第２４号

○議長（景山 浩君） 日程第２６、議案第２４号、令和５年度南部町水道事業会計予算を議題

といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第２４号、

令和５年度南部町水道事業会計予算について審査いたしました結果、賛成多数にて可決すべきと

決しました。

賛成、反対御意見ございましたので、御紹介します。反対の理由でございます。令和４年度で

は基本料金の補助があり、町民からは大変助かったと聞いている。基本料金の補助がなくなった

こと及び太陽光発電事業からの繰入れを意見として反対する。

賛成の御意見です。基本料金の減免制度がなくなるタイミングは悪いと思うが、管路改修など

のハード整備がどんどん増えてくるのでやむを得ない。頑張っていただきたいので賛成する。以

上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた
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しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤学です。議案第２４号、令和５年度南部町水道事業会

計予算、反対の立場から意見を述べさせていただきます。

先ほど委員長から報告がありましたとおり、４年度は基本料金の減免措置がありましたが、５

年度からは基本料金の減免措置がなくなりました。これ多くの人から基本料金が減免になって助

かっているっていう声を聞いております。

また、今回なくなった理由としては新型コロナ対策、これの国から回ってくるお金がなくなっ

たんでっていうことでしたけれども、今の経済状態では物価高騰対策としての基本料金の減免が

必要であるというふうに考えております。

それから、太陽光発電特別会計から繰入れをすることによって使用料を下げるべきだ、このこ

とも何度か言わせていただいております。

それと、最後に、これも時々発言しておりますけれども、地方公営企業会計法では、本来の目

的は、公共の福祉の増進に資するよう運営されなければならない。この一文を述べて反対の意見

とさせていただきます。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

３番、荊尾芳之君。

○議員（３番 荊尾 芳之君） ３番、荊尾芳之です。議案第２４号、令和５年度南部町水道事業

会計予算に賛成するものです。

令和５年度の予算書を見ますと、収益的収支では給水収益が１億８，０００万余り、ここ近年

アパート建設が進んでおりまして、少し収入が増加しております。しかし、支出の動力費の経費

が燃料費の高騰によりかなり増額となっています。経常経費を圧迫している状況です。

また、資本的収支では建設改良費に５，０００万余りを計上しています。これは令和５年度か

ら東西町地域の老朽水道管路の布設替え、更新工事を開始するためのものでございます。年間５，

０００万円程度の予算で、工事の完成まで１０年かかる予定です。本来はもっと早く完成したい

ところですが、配水池等の緊急修繕も発生することもあるでしょう。今の水道料金を維持した上

で事業を進めていくためには、１０年ということはやむを得ない状況でございます。

水道事業会計は公営企業会計です。水道の使用料で会計を維持しなければなりません。今の水
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道料金を下げることは大変難しいことであると考えます。とにかくできるだけ今の水道料金体系

を維持して値上げをしないことが重要だと考えます。誰もが安い公共料金が、水道料金がよいに

決まっています。しかし、水道事業を継続維持していくためには、現在の水道料金は適正である

と考えます。

以上から、議案第２４号、令和５年度南部町水道事業会計予算に賛成するものです。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 今回の議案第２４号の令和５年度南部町水道事業会計予算に反対

します。反対する理由は、昨年行った基本料金を減免するという制度を令和５年度にも継続すべ

きだという意見です。

水道料金は、私は、人口１万ちょっとの町で旧西伯側がなかなか、水源がなかった中で大きな

工事をしながら、今、使用料として１億８，７００万円近くを水道料金として住民からしてるわ

けですよね。私は、一般財源からの持ち出しなく小さな町がこの金額で済んでいるのは、いわゆ

る会見と西伯を連結するときに合併特例債を使ってこの上に跳ね返させなかったわけですよね。

そういう工夫もされてこの水道料金というのが決められてきていると思うんですよ。

先ほど来、公営企業会計は賄うのが、この中でやっていくのが筋だというんですけども、先ほ

どの３つの議案であった下水道料金なんかは３つ合わせても使用料が１億６，０００万に対して、

一般財源は２億２，３００万円つぎ込んでいるんですよ。そういう意味でいえば、返済のことも

あってかなり下水のほうなんかは厳しいだろうなというふうに思っているわけですよね。ただ、

私たちがどうして水道料金の引下げを願うかというと、実際コロナのお金を使おうが何を使おう

が、町のお金で基本料金を下げてきたっていうのは、コロナの影響と住民の暮らしを応援すると

いうことがあったと思うんですよね。

一つの判断は、町がこのコロナのお金がなくなったからといって簡単に切っておられるという

のが今の現状だと思うんですけども、住民の暮らしを見た場合、言ってみればコロナの時期に比

べてより一層深刻になってるんじゃないかっていうのは、これ一致できるんじゃないかなと思う

んですよ、電気代の高騰や賃金が上がらないことをした場合にね。

かなり苦しい判断をしたのかしなかったのか知りませんけれども、そういう意味でいえば、令

和４年度の分を、あらゆる努力をして基本料金を据え置くということはやっていくべきじゃなか

ったかと思うんですよ。住民にしてみたら、元に戻しただけやといいますが、前年度の後半に比

べて上がることになるわけですからね。
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それで、要は上水道の１億８，７００万のうち、４分の１ぐらいを補助出して基本料金下げと

ったわけですよね、約４，０００万から５，０００万、ですよね。このお金つくれないかといっ

たら、つくれないことないと思うんですよ。景気が上向いてきたり所得が上がったときはまた考

えたらいいかもしれませんが、この時期に今までやっとったことをやらないというのは、これ住

民から見ても大変町に対して厳しい評価が出てくると私は考えています。加藤議員も指摘したよ

うにどこから金持ってくるかといったら、水道は下水と違ってほぼ全世帯に行き渡ってる一番公

平なとこ、全世帯に行くわけですよね。

太陽光の事業が年間７，０００万から８，０００万利益を上げてるわけですよ。これも町が温

泉掘削のときに５，０００万使うのに、まちづくり事業に使えるっていう変更したわけですよね。

だとすれば、仮に全部使えなかったとしてもそのうちの半分でも水道料金に充てて、それを引き

下げるってことすれば私は理屈が立つし、住民が納得することやと思うんです。

今までもだんだんエナジーの出資するのに、何かややこしいやり方して、町ではできないから

といって水道会計から出したことにして、その剰余金は水道会計に入って、特別会計に入ってき

て、それで水道料金の負担軽減につなげていくんだっていうようなこと説明なさったわけですよ

ね。実際はだんだんエナジーの収益は会社自体が、収益が上がっていないから入ってきていない

現状があるわけですね。ということは、町も何らかの形で水道料金を抑えようという努力してい

るということですから、今回も引き続いてそのお金を工面して、私は基本料金を据え置くことを

やっていくべきだと。今回は住民から見たら実質値上げにふさわしいやり方なんだと、こういう

こと避けるべきだということを指摘して、反対をいたします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

９番、仲田司朗君。

○議員（９番 仲田 司朗君） ９番、仲田でございます。議案第２４号、令和５年度南部町水道

事業会計予算について、賛成の立場で討論させていただきます。ちょっと声がかすんでおります

ので、御承知いただきたいと思います。

水道会計が厳しいというのは、人口が減っていく中で、また節水型の機器によって給水量はど

んどん減ってきているという状況の中で、水道使用量が減ってきているということでございます。

ただ、特に今年度からはアパート建築ということにあって収益が幾らか増加しておりますけれど

も、全体的に厳しい状況は生んでいるという状況になります。

そういう中での予算ですけれども、水道事業は公営企業法でいっておりますように、独立採算

で運営している状況でございます。その公営企業法の中では繰入れ基準が規定されており、幾ら
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でも一般会計から繰り入れるということにはなっておりません。４年度はコロナ対策として特別

に水道基本料の減免を令和４年度７月から令和５年３月まで行っていましたけれども、５年度は

これはございませんので、元の基本料に戻しておる次第でございます。

今までのように基本料金の減免を続けるべきとの御指摘はございますけれども、燃料費高騰等

による動力費や材料費等の価格上昇にも修繕費が増加していく中で、職員も頑張って経営を行っ

ておりますので、私は御理解していただきたいなと思います。

今までは、円山地区の老朽管路の更新が終わり、５年度からは東西町の老朽管路更新事業に取

りかかるために毎年５，０００万円の事業予算を計上して、１０年間の長期計画を考えながら事

業計画の実施がされております。そのようなことから、議案第２４号、令和５年度南部町水道事

業会計予算については、賛成するものといたします。以上でございます。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第２４号、令和５年度南部町水道事業会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

ここでお昼の休憩に入りたいと思います。再開は午後１時といたします。

午前１１時５９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

・ ・

日程第２７ 議案第２５号

○議長（景山 浩君） 日程第２７、議案第２５号、令和５年度南部町病院事業会計予算を議題

といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第２５号、

令和５年度南部町病院事業会計予算について審査いたしました結果、全員一致で可決すべきと決

しております。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた
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しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２５号、令和５年度南部町病院事業会計予算を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２８ 議案第２６号

○議長（景山 浩君） 日程第２８、議案第２６号、令和５年度南部町在宅生活支援事業会計予

算を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長です。議案第２６号、令和５

年度南部町在宅生活支援事業会計予算について審査いたしました。

その結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２６号、令和５年度南部町在宅生活支援事業会計予算を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２９ 議案第２７号
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○議長（景山 浩君） 日程第２９、議案第２７号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変

更についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第２７号、

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について審査いたしました結果、全員一致で可決す

べきと決しました。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２７号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを採決いたし

ます。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第３０ 議案第２８号

○議長（景山 浩君） 日程第３０、議案第２８号、南部町緑水湖教育文化施設（研修館）条例

の一部改正についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、長束博信君。

○予算決算常任委員会委員長（長束 博信君） 予算決算常任委員長、長束です。議案第２８号、

南部町緑水湖教育文化施設（研修館）条例の一部改正について審査いたした結果、全員一致で可

決すべきと決しました。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２８号、南部町緑水湖教育文化施設（研修館）条例の一部改正についてを採

決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第３１ 陳情第１号

○議長（景山 浩君） 日程第３１、陳情第１号、政府に食料自給率の向上、持続可能な農業経

営と農村を守ることを求める陳情を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、荊尾芳之君。

○総務経済常任委員会委員長（荊尾 芳之君） 総務経済常任委員会委員長、荊尾です。総務経済

常任委員会に付託を受けました陳情第１号、政府に食料自給率の向上、持続可能な農業経営と農

村を守ることを求める陳情書について審査を行いました。

結果、全員一致で採択すべしという結果になりました。

可とする理由としまして２点ありまして、１つ目、水田活用直接支払交付金の維持は必要であ

り、水田から畑作に転換をした圃場への交付金の創設も必要である。

２つ目、今、飼料、肥料の価格が大変高騰していて、特に国内の酪農家が大変苦しい状況であ

ります。何らかの酪農家への支援策が必要である。以上の２点でございます。

○議長（景山 浩君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、陳情第１号、政府に食料自給率の向上、持続可能な農業経営と農村を守ることを求
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める陳情を採決いたします。

委員長の報告は採択でありました。本案を採択とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり採択とす

ることに決しました。

・ ・

日程第３２ 発議案第１号

○議長（景山 浩君） 日程第３２、発議案第１号、南部町議会の個人情報の保護に関する条例

の制定についてを議題といたします。

提出者である三鴨義文君から提出理由の説明を求めます。

８番、三鴨義文君。

○議員（８番 三鴨 義文君） ８番、三鴨でございます。



発議案第１号

南部町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出

する。

令和５年３月２３日 提出

提出者 南部町議会議員 三 鴨 義 文

同 同 細 田 元 教

同 同 板 井 隆

同 同 仲 田 司 朗

同 同 白 川 立 真

同 同 長 束 博 信

同 同 米 澤 睦 雄

同 同 滝 山 克 己

同 同 荊 尾 芳 之

同 同  田 光 雄

南部町議会議長 景 山 浩 様
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別紙です。南部町議会の個人情報の保護に関する条例です。

まず、条例の具体的な内容を説明する前に、この発議案第１号の提出に当たりまして、趣旨説

明をいたします。個人情報の保護に関する法律が改正され、令和５年４月１日から地方公共団体

にも新法の規定が適用されることとなりました。

これは個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の３つの法

律が新たな個人情報保護法に統合されることとなったものです。それにより全国的な共通ルール

が規定され、所管も個人情報保護委員会に一元化され、適用もばらばらだった地方公共団体が国

の行政機関、民間事業者、独立法人とともに、法の直接適用対象となります。ただし、議会は地

方公共団体から除外されたため、今まで各町村の個人情報保護条例の実施機関として運用されて

いた部分について、議会独自の共通ルールに沿った自立的措置、いわゆる条例規定等で定める必

要が生じました。

次に、条例の内容について説明します。第１条から第５７条まであり、法律に沿った内容で規

定されています。目的として、第１条に、この条例は、南部町議会における個人情報の適正な取

扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を

求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個

人の権利、利益を保護することを目的とすると定めています。

以下、条文につきましては、議会が新制度の対象外とされたため、全国町村議会議長会が法と

整合性を図る内容で提示された条例案と町執行部の規定と合わせた内容としています。

なお、第６章、罰則規定は執行部が法によって罰則が適用されるようになりますが、議会事務

局職員や委託職員、元職員については条例で定める必要があるため、規定したものです。内容に

ついては法規定のとおりとしております。

最後に、執行部の条例案との整合を図った事項について説明します。１、条例で追加できる要

配慮個人情報は、執行部の追加がないため同様に追加していません。

２、個人情報取扱事務登録簿は現在も作成しており、引き続き作成を行うように規定していま

す。

３、不開示情報については執行部の条文に合わせて、当該公務員等の権利、利益を不当に害す

るおそれがある情報を不開示情報としました。

４、開示決定等の期間は、法規定のとおり３０日としています。

５、匿名加工情報は、県、政令指定都市が対象のため条例には入れておりません。

最後のページになりますが、附則といたしまして、この条例の施行期日は令和５年４月１日と
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しております。よろしくお願いします。以上です。

○議長（景山 浩君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

まず、原案に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議会から提出されております南部町議会の個人情報の保護に関す

る条例に反対をします。反対する主な理由は、執行部が出してきた個人情報の施行条例のときに

こちらのほうから意見を出させてもらいました。

先ほど提案者がおっしゃったように、今回の町議会の場合は施行条例じゃなくって、もう条例

ですよね。いわゆる国の法律の対象にならないもんですからつくる必要があったということで、

国がどのような法律をつくったかというのが、この条例を見るほうが分かりやすい内容になって

いると思います。これが全国的な議会でつくられるということということです。

大きな理由は、独自で定めてきた個人情報の条例をやめて一元化していき、個人情報ファイル

とかつくって個人情報を流す可能性が大いにあるというところから反対をしています。これで見

たらよく分かるように、国がつくった法律で、以前の町村から見て後退するというところは、一

つには定義の第２条に生存する個人に関する情報ってこと入れてるんですよね。今のうちの南部

町の条例は生存するというふうに書いてないんですよね。ということは、国のつくった法律とい

うのは生存する人間に限って、死亡なさった方の個人情報についてはこれに該当しないというこ

とになってきますから制約受けないことになってくるので、どんな方法でも流れる可能性がある

ということです。

もう一つは、独自に町村等でつくるからできるという第２４条に、開示決定の日数が今では２

週間でしたよね。それが３０日になっているというようなところが後退するのではないかという

ような国会の審査もありました。

細かいことはそうですが、大きなところでいえば国の流れに沿う個人情報ファイルをつくって

情報出していくことに変わりないと。この第３条にもやはり個人情報のファイルという項があり

ます。そういう点で、こういうやり方ではなくって、従来の市町村が住民の基本的な個人情報を

守るべきだと立場に立った内容の条例を堅持すべきだという立場から反対をいたします。
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○議長（景山 浩君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

３番、荊尾芳之君。

○議員（３番 荊尾 芳之君） ３番、荊尾です。先ほど、さっきの町の条例のときにも賛成討論

を述べましたけれども、国が３つの法律を統合させて新たな新法として個人情報保護法をつくり

ます。そうした場合、南部町議会としてこの個人情報保護条例を策定していなければ、情報開示

を求められたときに対応ができないということでございますので、議会にとってこの個人情報保

護条例は必要なものでございますので、賛成意見は先ほど言ったとおりでございますので、前回

のとおりでございますので、賛成をしたいと思いますのでよろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、発議案第１号、南部町議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを採決い

たします。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しまし

た。

・ ・

日程第３３ 発議案第２号

○議長（景山 浩君） 日程第３３、発議案第２号、南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者である 田光雄君から提出理由の説明を求めます。

１番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） １番、 田光雄です。



発議案第２号

南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出

する。

令和５年３月２３日 提出

提出者 南部町議会議員  田 光 雄
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同 同 細 田 元 教

同 同 板 井 隆

同 同 仲 田 司 朗

同 同 三 鴨 義 文

同 同 白 川 立 真

同 同 長 束 博 信

同 同 米 澤 睦 雄

同 同 滝 山 克 己

同 同 荊 尾 芳 之

南部町議会議長 景 山 浩 様

別紙です。

南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例

南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１６年南部町条例第４０号）

の一部を次のように改正する。

第５条中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６５」に改める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。



次に、別紙新旧対照表を添付しておりますので、御確認をお願いいたします。

続きまして、この発議案第２号の提出に当たりまして趣旨説明をいたします。

本条例の一部改正につきましては、これまで平成２７年１月の鳥取県西部地区特別職報酬等審

議会で、町村長の給料、町村議会議員の報酬についての答申がなされております。その中では、

一般職給与は人事院勧告に基づき適正な改定がなされており、特別職給料、報酬についても一般

職員給与との均衡を図る必要があるとの内容でありました。このことを根拠として、これまでも

人事院勧告に準じて近隣市町村の状況も勘案し、本条例を改正してきた経緯があります。

今回の上程議案につきましても、令和４年の人事院勧告に基づき国の特別職の職員の給与に関

する法律の一部を改正する法律が施行されたため、それに準じて本条例の一部改正を提案するも
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のであります。

なお、施行期日は先ほど申しましたとおり、令和５年４月１日としております。よろしくお願

いいたします。以上です。

○議長（景山 浩君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

まず、原案に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議員が提案なさった今回の発議案第２号に反対をいたします。

内容は、今までの議会でありました特別職の報酬の引上げと同じように人事院勧告に基づいて

議員の期末手当を１００分の２．５引き上げるという内容です。先ほど、この人事院勧告に基づ

いてされることなので、それを是としてしていくということでした。

今までこの人勧に基づいて改正してきた経過があるということですが、新しい 田議員はその

ときいらっしゃらなかったんですけども、ここにいる多くの方々が座っていらっしゃいますけれ

ども、４年前でしたっけ、それまでは南部町では議会の報酬を人勧のときも上げてこなかったっ

て経緯があるんですよ。そのときの話は、議員の報酬上げるときはなるべく全会一致でやりまし

ょうということをしてきたんですよね。それで景気の動向見ながらということだったんですけど、

それが４年ぐらい前でしたよね、人勧どおりにやりたいということでそのときに引き上がった経

過があり、ずっと人勧どおりやってきているということなんですよね。

ちまたでの議員の報酬が適切かどうかっていうことについての議論はあるし、今後議員報酬を

成り手がいない中でどうするかっていうことについては、審議会もありますが、本来は住民の意

見聞きながら公論で決していく問題だというふうに私たちも考えています。

しかし、これも先ほど述べたように、今の段階で住民の暮らしがかつてなく景気が、高騰して

住民の暮らしが大変なときに、議員の報酬というのは自分で自ら提案して、自ら決めちゃうんで

すよね。それで住民からはお手盛りだと言われている批判を招きかねないわけなんですよ。その

ときに、より住民に理解してもらっていって、正しく議会の位置づけとか議会活動を理解しても

らうために、やっぱり道理ある説明をして納得してもらうっていうのが私たちの仕事の一つやと

私は思っています。
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そういう点から考えたときに、今回人勧で上がるから、僅かなもんだから期末手当でいいだろ

うっていうことが、住民の暮らしをいろいろ決定していく、例えば公共料金も決定していく議会

が、今の住民の暮らしのところにそういうふうな手当てをしないで自分たちの報酬を僅かだから

上げていいと、人勧やから上げていいという、この姿勢が住民に納得されるように届くかという

点では、私はそうではないだろうというふうに思っています。言ってみれば、人勧でいくのがそ

うでしょうけど、時期をやっぱり考えるべきではないかと私は考えているわけです。

そういう点から見たら、やはりどこを大切にせんといけんかというと、議会活動も、住民の理

解や住民の命や暮らしを守っていくという立場があるからこそ皆さんから理解されると思います

ので、今回のことについては賛成多数で上がるでしょうから皆さんがしっかりと住民に説明なさ

ると思いますが、より同時に、住民の暮らしを守る方法をもしっかりと提案して決めていくよう

な議会になっていかんといけんのだろうなということを指摘して、反対をいたします。

○議長（景山 浩君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

９番、仲田司朗君。

○議員（９番 仲田 司朗君） ９番、仲田でございます。先ほど反対者の意見ございましたけれ

ども、前段の特別職職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正の中でもお話をさ

せていただきましたけれども、先ほど 田議員のほうからも提案説明がありましたけれども、人

事院勧告を受けてそれに伴って特別職の昇給については、人事院勧告は準拠しないということで、

法的根拠はありませんということでありますけれども、南部町においては例年どおり人事院勧告

について報酬を含め変動が行われて、それを慣例にして基づいて行ってきておるところでござい

ます。

先ほども物価高騰などについての影響とか、生活が今、厳しい状況だということがありますけ

れども、これから職員の給与と一緒にやっぱり同時期に改正していかなければいけないのじゃな

いかということで、私はこの改正につきましては賛成するべきだと思った次第でございます。以

上、よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、発議案第２号、南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正についてを採決いたします。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しまし
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た。

・ ・

日程第３４ 発議案第３号

○議長（景山 浩君） 日程第３４、発議案第３号、食料自給率の向上、持続可能な農業経営と

農村を守ることを求める意見書を議題といたします。

提出者である総務経済常任委員会委員長、荊尾芳之君から提出理由の説明を求めます。

総務経済常任委員長、荊尾芳之君。

○総務経済常任委員会委員長（荊尾 芳之君） 総務経済常任委員会委員長、荊尾です。



発議案第３号

食料自給率の向上、持続可能な農業経営と農村を守ることを求める

意見書

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出する。

令和５年３月２３日 提出

提出者 南部町議会総務経済常任委員会委員長 荊 尾 芳 之

南部町議会議長 景 山 浩 様



別紙意見書は副委員長が提案をいたします。

○議長（景山 浩君） 総務経済常任委員会副委員長、仲田司朗君。

○総務経済常任委員会副委員長（仲田 司朗君） 仲田でございます。皆様方のお手元の別紙を御

覧いただきたいと思います。



別紙

食料自給率の向上、持続可能な農業経営と農村を守ることを求める

意見書（案）

長引くコロナ禍の影響等により国内農畜産物の価格は総じて低迷し、昨年の２０２２年産米は

３年連続の暴落となった。しかし政府は米価対策を一切拒否し、２０２２年産米を５万ヘクター

ルもの減反増を生産者に押し付け、水田活用直接支払交付金の見直しまで強行し、問題は解決し

ていない。

昨年から原油、飼料、肥料、生産資材価格が高騰し、急激な円安も相まって海外からの入手困
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難という深刻な影響を受けて、倒産や離農が全国で数多く発生している。とりわけ畜産・酪農家

の経営は深刻で倒産や自死、離農の道しかないという悲痛な声が寄せられている。

それにも関わらず、７７万トンものミニマムアクセス米を国産米より高い６０キロ当たり１万

４千円のコメをアメリカなどから輸入し、乳製品も１３万５千トンを外国から輸入している。

コロナ、ウクライナ危機で輸入に頼る日本の食料生産と、供給体制の脆弱さが露呈し食料自給

率３８％という低さは、食糧危機が目前に迫っていると認識すべきである。

いまこそ、食料自給率を確実に向上させるため農業経営を営んでいるすべての農家への支援と

実効ある施策が求められていることから、緊急に下記の項目を政府に要望する。

記

１．燃油価格、飼料、肥料、生産資材の高騰に対する支援策を充実すること。

２．水田活用直接支払交付金制度を維持し、水田から畑作への転換を行った圃場への交付金制度

も創設すること。

３．食料自給率を着実に引き上げるため、アメリカやＥＵ並みの価格・所得補償の実施および緊

急に米価暴落対策を講じること。

４．ミニマムアクセス米の輸入の適正化を図ること。

５．乳製品については国内の酪農家への支援策を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和５年３月２３日

鳥取県西伯郡南部町議会

【提出先】

内閣総理大臣・財務大臣・農林水産大臣・衆議院議長・参議院議長



以上であります。

○議長（景山 浩君） ただいまの説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。
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これより、発議案第３号、食料自給率の向上、持続可能な農業経営と農村を守ることを求める

意見書を採決いたします。

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに

決しました。

・ ・

日程第３５ 発議案第４号

○議長（景山 浩君） 日程第３５、発議案第４号、国による学校給食の無償化を求める意見書

を議題といたします。

提出者である議会運営委員会委員長、三鴨義文君から提出理由の説明を求めます。

議会運営委員会委員長、三鴨義文君。

○議会運営委員会委員長（三鴨 義文君） 議会運営委員会委員長、三鴨でございます。



発議案第４号

国による学校給食の無償化を求める意見書

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出する。

令和５年３月２３日 提出

提出者 南部町議会議会運営委員会委員長 三 鴨 義 文

南部町議会議長 景 山 浩 様

別紙を読み上げて提案といたします。

別紙

国による学校給食の無償化を求める意見書（案）

貧困と格差がひろがるなか、コロナ禍と物価高が子育て家庭の家計を直撃している。学校給食

の食材費も高騰を続け、自治体の努力によって家庭の負担が抑制されているのが現状だ。

こうしたなか、家庭の負担を減らし、子育てしやすい環境を整えようと全国では２５０を超す

自治体で、学校給食の完全無償化が実施されてきている。

子どもの食をめぐる状況は、成長・発達の重要な時期にもかかわらず、栄養摂取の偏り、朝食
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の欠食、肥満ややせの増加など、問題は多様化、深刻化してきている。

地域を知ることや食文化の継承、自然の恵みなどを理解するうえで食は重要な教材でもある。

学校給食は食教育の「生きた教材・食の教科書」として、学校教育法でも教育活動の一環に位置

付けられている。

公教育の機会均等の立場からも、居住する地域によって教育負担に著しい格差を生じさせるこ

となく、すべての小・中学校で学校給食を実施し、給食費を無償にすることが求められている。

子どもたちの健全な食生活の確立のために食育が重要な役割を果たすことを踏まえ、また、子

どもたちの健やかな発達を保証するためにも国による学校給食費の無償化を強く求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和５年３月２３日

鳥取県西伯郡南部町議会

【提出先】

内閣総理大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣・財務大臣・衆議院議長・参議院議長



以上でございます。

○議長（景山 浩君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、発議案第４号、国による学校給食の無償化を求める意見書を採決いたします。

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに

決しました。

・ ・

日程第３６ 発議案第５号

○議長（景山 浩君） 日程第３６、発議案第５号、「安保関連３文書」閣議決定の撤回、「敵
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基地攻撃能力」の保有や防衛費２倍化に反対する意見書を議題といたします。

提出者である真壁容子君から提出理由の説明を求めます。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 発議案第５号を提案します。



発議案第５号

「安保関連３文書」閣議決定の撤回、「敵基地攻撃能力」の保有や

防衛費２倍化に反対する意見書

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出

する。

令和５年３月２３日 提出

提出者 南部町議会議員 真 壁 容 子

同 同 亀 尾 共 三

同 同 加 藤 学

南部町議会議長 景 山 浩 様

提案は別紙を読んで代えさせていただきます。

別紙

「安保関連３文書」閣議決定の撤回、「敵基地攻撃能力」の保有や

防衛費２倍化に反対する意見書（案）

岸田政権は２０２２年１２月１６日、歴代政権が堅持してきていた「専守防衛」を投げ捨て、

米軍指揮下での日米一体作戦などを決めた「安保関連３文書」を閣議決定した。

「安保関連３文書」は、国家安全保障の基本方針である「国家安全保障戦略」と、防衛力の戦

略的なあり方を示す「国家防衛戦略」、今後１０年間の経費総額や装備数量などを示す「防衛力

整備計画」で構成されている。今回の改定は、「国家安全保障戦略」において近隣諸国の軍事動

向を「最大の戦略的な挑戦」とし、情勢認識を米国と一致させること、「国家防衛戦略」では敵

のミサイル発射基地などをたたく「敵基地攻撃能力」の保有を明記している。「敵基地攻撃能

力」の保有は、日本国憲法９条１項の「武力による威嚇又は武力の行使」に該当する点で憲法に

反するものとなっている。
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国家安全保障戦略防衛費の規模について「国内総生産（ＧＤＰ）の２％に達するよう措置を講

ずる」として、来年度から５年間で４３兆円に増額すると明記している。これらが実行されれば、

日本の防衛予算は世界第３位の水準になり、戦後７８年間にわたって日本は平和憲法を持つ国と

して世界から信頼を受けてきたにも拘わらず、その国が世界第３位の防衛力保持国になるという

ことは、世界的にも新たな脅威になりかねないものとなる。

今、近隣諸国からの「攻撃に備えなければ」という危機感ばかりがあおられているが、日本が

本当にそういう危機に直面しているのかどうか冷静に判断し、そのような危機があるならば平和

憲法に則り、平和的、外交的解決に力を注ぐことこそが強く求められる。

「相手より強く大きな防衛力を持てば侵略抑止できる」という「抑止力論」は際限のない防衛

力の拡大を招き、更なる緊張を高めていき、かえって危機リスクを増大させるものとなる。政府

においては、日本国憲法を生かし対話による様々な粘り強い外交的手段を講じることを求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和５年３月２３日

鳥取県西伯郡南部町議会

【提出先】

内閣総理大臣・防衛大臣・衆議院議長・参議院議長



よろしく御審議のほど、お願いいたします。

○議長（景山 浩君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありますか。

まず、原案に反対者の発言を許します。

７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 原案に反対の立場で討論をさせていただきます。ここからは天王

山でございます。しっかり討論してまいります。

まず、この意見書の真ん中より少し上辺り、敵基地攻撃能力の保有は、日本国憲法第９条１項

の武力による威嚇または武力の行使に該当するので憲法に反するものだということですが、反し

ません。その理由を今から述べさせていただきます。
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憲法９条については、私も何回かこの議場でさせていただきましたけど、もともとは日本国憲

法はＧＨＱがたった１週間でつくり上げて、当時しが国へ押しつけてきたものだということは何

回も述べました。つまり英文だったんですね。それを和文にしたものをそのまま読むといろんな

解釈の仕方があるので、改定しようよ、分かりやすくしようよということはこれまでも述べてき

ました。

では、もう少し突っ込んでいきますけども、そのＧＨＱがつくってきた背景は、兵士がつくっ

たわけですから憲法学者じゃありません。兵士が１週間でつくるには、他国の憲法とか国際状況

を見ながら、これはいいねと思ったものを切り取って貼り付けてくるわけです。では、この９条

１項はどこから貼り付けて持ってきたかといいますと、１９２０年代の第一次世界大戦が終了し

た頃、ドイツに対して不戦条約というものをつくるに当たり、議論をしていたときに使われた文

言です。国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段

として永久に放棄する。この文章をそのままパクって持ってきたわけです。

では、この文章が何を意味するのかといいますと、侵略戦争です。つまり、９条が禁止してる

のは侵略戦争のことなんです。では、侵略戦争はできないけど何ができるかというと、自衛戦争

と正当防衛戦争は自然権として認められています。正当防衛戦争というのは、向こうが殴りかか

ってきたときに、やっぱり守って殴り返さないと自分の身を守れないということで、これは自然

権として認められています。そこに反撃能力があるわけです。だから反撃能力は憲法違反でも何

でもないということをまず申しおきたいと思います。

次に、少し安全保障の中身にも触れてみたいと思いますけども、戦後から今日までやはりしが

国はアメリカに頼り切ってきた安全保障政策となっております。しかし、世界の安全保障が大き

く変化していく中で、アメリカが担っている東アジアにおいてしが国が補完する必要が出てきた

と。さらに、ロシアによるウクライナ侵攻は国家間戦争の現実を世界に見せつけました。核を持

つ強国の前で、国連もアメリカもＥＵも仲裁を含め具体的な行動が取れないということ。しが国

周辺では西沙・南沙諸島をしが物顔で奪い取り、尖閣や台湾のきょうだいたちにまで毒牙にかけ

ようとする中国。今、日本は戦後かつてないほどの緊張状態に入ったことを国民は認識しなけれ

ばなりません。とりわけ東アジアは敏感に反応しています。韓国のしが国への１８０度態度を変

えた接近がそれを物語っております。

少しこれまでの流れにも触れてみたいと思いますけども、１９４５年の夏、敗北し、ＧＨＱに

より陸・海軍の武装解除が行われ、丸裸状態になって占領憲法を突きつけられました。そして時

間が流れ、朝鮮戦争発生により駐留米軍は朝鮮半島へ出撃したため、空白状態の日本へ警察予備
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隊なる武装組織を指示してきます。多くのアメリカ製武器が流入したのもこの時期でございます。

ちなみに、弓ヶ浜半島には多くの米兵の死体が山積みになっていたのも高齢の方は御存じかと思

います。

時代は東西冷戦真っただ中、さらにグレードアップした防衛組織を求めてきます。しが国によ

る自衛隊の結成であります。しかし、まだこの時代、日本の独自研究・開発は非常にネガティブ

であり、アメリカの指示の下に置かれておりました。そして、ベトナム戦争が終結した頃、日本

への信頼の高まりから、国産ジェット戦闘機が日本の空を舞うことになります。腰を抜かしたの

はアメリカ航空産業の技術者たちでありました。何の知識もない日本の技術者が造ったジェット

戦闘機は、当時、世界の標準をはるかに超えていたからです。次期主力戦闘機、つまりＦ２とい

うものですが、Ｆ２計画は当然アメリカからの購入、日本独自の研究開発は許されませんでした。

そして時間が流れ、１９９０年代になり、風向きが変わってまいります。湾岸戦争であります。

アメリカを中心とした国連軍に２兆円を支払ったが、クウェートや西側諸国からは感謝のカの字

もありません。一様にブーツ・オン・ザ・グラウンド、ショー・ザ・フラッグと叫んでいたのを

今でも覚えております。当時世界第２位の経済大国でありながらクウェートを助けようともせず、

お見舞金で済ませようとしたことで、西側諸国、いや、世界から笑われたのでございます。

今日、自衛隊によるＰＫＯや海賊対処、武器移転三原則、そして集団的自衛権の行使は、戦後

レジームからの脱却、積極的平和主義の下、新たな大きな扉が開かれました。

さて、自衛隊に関わる幾つかの課題が指摘されております。今日の自衛隊ですね。私が特に重

視しているのは、継戦能力と国産製品率です。防衛産業を支える中小企業は約１万社ありますけ

ども、赤字覚悟で頑張っている企業も多数あります。私の知ってる護衛艦は、レーダーシステム、

ミサイルシステムはアメリカ製、主砲はイタリアのメラーラ製、さすがにエンジンは日本製だろ

うと思ったらロールスロイスでした。日本はボディーのみ。今後増額されるであろう防衛費は、

研究開発費を含め多くの中小企業で新たな分野を切り開いていくことだろうと思います。次期Ｆ

３計画はイギリスなどとの共同開発が決定しました。

新しい日英同盟の下、ＡＳＥＡＮ、東アジアのガーディアンとして中国という脅威に対してい

かなければなりません。戦後、ＧＨＱによって日本は悪いことをしたと刷り込まれました。教科

書は黒く塗られ、しかし、私たちのお父さんやおじいさんが命をかけて守ろうとしたものは何だ

ったんだろうか。７５年という長い眠りから目覚めようとしている日本、戦後レジームからの脱

却した日本とは一体どんな国なのか想像できましょうか。国際社会の中心で輝き、強国の顔色な

ど気にしない、自由闊達であり、そして先人が果たせなかった夢、東アジアのガーディアンとし
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て存在する、つまり真の独立国家にふさわしい防衛力、防衛費を備えていかなければなりません。

戦後、ソ連に連行された兵士、技術者、そして奪われた兵器は毛沢東に渡され、今日の中国を

支配しています。無念だったと思います。近い将来手にするトマホークは、５，０００年の歴史

文化を持つ中国を狙うのではありません。平和、自由、民主主義を共有する仲間たちを毒牙にか

ける共産主義そのものがターゲットであります。あの日、散っていった多くの将星たちが命をか

けて守ろうとした東アジアの仲間たち、その同志たちを守るための大切な防衛費だということを

御理解をいただきたいと思います。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤学です。まず、日本共産党は中国を共産党とは呼んで

おりません。あそこは覇権の国だというふうに言っております。

それから、あともう一点だけちょっと言っておきましょう。言葉の解釈だけで物事を変える国

っていうのは日本だけです。日本は言霊の国っていうふうに昔から言われてます。憲法で軍隊は

持たないけれども、自衛隊はいいだろうっていう、これ言葉を換えただけで、それで解釈を変え

てる、これ日本だけです。ひとまずそこまで反論しておいて、あとほかのことを言わせていただ

きます。

まず、今回の中で出てきている防衛費の４３兆円っていうものですけれども、これは２０２３

年度国家予算が１１４兆３，８１２億円、今までの増えた、昨年から比べて６．３％増えてます。

過去の平均が１．７％に対して、今回の過去１０年間で増えたのは３．８％が最高でしたが、今

回６．３％っていうのは大変大きな伸びです。この伸びた理由が一番簡単に分かるのが、一般会

計増額分６．８兆円のうち、これの約７０％がこの防衛費に使われているという問題です。これ、

先ほどの別紙の中でも１２月１６日の時点でっていうのが出てきておりますけれども、自民党税

制調査会は１６日の時点で防衛費の増額の財源に一体何を充てるかということで、復興特別所得

税の一部を転用し、法人税、たばこ税の増税の方針を承認しました。ただし、反対論が多かった

もので、増税はいつにするのか、これがはっきり決まらなくて２０２４年以降の適切な時期とい

うふうにしております。

それから、復興特別税に関しては１３年、これは御存じのとおり東日本大震災の復興を目的と

して行われた特別措置法に基づいて創設されたものです。これは所得税に対して２５年間２．１

％に、今回の場合、防衛費としてさらに１％を賦課して、その部分を転用しようというものです。

現在、東日本はいまだに復興がまだ完全に終わっておりません。特に原発が事故で、結局いまだ
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に地元に帰れない、こういう方がいっぱいいらっしゃいます。特に今回この復興税を防衛費のほ

うに回すっていうことなって、地元福島の方では６０％以上の方がこれは理解できない、こうい

うふうにはっきり言われております。

それから、今回、この４３兆円の分の内訳なんですけれども、２５．９兆円、これは現在使わ

れている予算だというふうに考えれば、残りあと１７兆円は一体どこから算出してくるのか。今

言われてるのが、３兆円が歳出改革、それから３．５兆円が決算余剰金の活用、それから４．６

兆円が俗に言う埋蔵金を使う、それから増税の３．４兆円に関しては、これは全く決まっており

ません。それから、２．５兆円に関しては防衛費力整備の水準達成のための工夫ということにな

ってます。全くもってこの３．５兆円と３．４兆円、５．９兆円、約６兆円の分に関しては全く

何を使うかということが決まっていないと同じです。現在危惧されているのは、現在のこの状態

の中であれば、一番予算を削られるのは福祉のお金が削られるのではないか、それから消費税が

さらに上げられるのではないか、そうしないとこの金額は出てこないのではないか。今回の提案

しております安保関連３文書の閣議決定の撤回、これをしない限り増税が間違いなくやってくる

のではないか。

以上を述べまして、賛成の意見とさせていただきます。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。（「はい」と呼ぶ者あり）原案に

反対者ですか。（発言する者あり）

では、次に、原案に賛成者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 先ほどの討論ですけども、私はこの原案の意見書を採択していた

だきたいという立場から、提出した者として反論ないしは見解を述べさせてください。

先ほど白川議員のほうから憲法９条に反することじゃないんだという話をなさっておられまし

た。この憲法９条はＧＨＱがたった１週間で英文で書いたものを和訳に直したからこういうよう

になったっておっしゃってるんですよね。歴史の事実がどういうふうに確定されて、それをどう

いうふうに見るかっていうことについては、どういう見解持つかっていうことについてはいろい

ろと、いろんな意見があることっていうのは十分考えられると思うんですけども、あの日本国憲

法をつくるに当たってＧＨＱが２つに割れて、ＧＳとＧ２ですよね。いわゆる民生局のほう、マ

ッカーサーがやりたかった当初の民生局のほうが、この戦争の国家になっている日本を解体して、

本当に自分の国のような民主主義国家をつくらなきゃいけないといって、あのときはアメリカ人

の女性も含めて日本国憲法の原案っていうのをつくったわけなんですよ、その当時ね。そこでは、
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あの９条決めるときに、まだ韓国での戦争が始まっているときやなくって、朝鮮戦争ですよね。

じゃなくて、その朝鮮戦争始まるまでは日本を本当にしっかりともう軍備解体、財界を、財閥解

体しなければもうとんでもない国になるということを、入ってきたときの日本国憲法の原案って

できとったわけですよね。

その後、朝鮮戦争が始まって、いわゆる共産圏が侵略拡大してくるので、その防波堤としてつ

くっていく中で、憲法９条に書いた戦力保持というところが、地上に浮かせるようなことをして

きて、いわゆる朝鮮戦争と韓国を支配しようというアメリカ米軍の強い、どちらでしたっけ、Ｇ

２のほうがその憲法解釈を変えようとしていくわけなんですよね。その歴史っていうのは、もう

これはＮＨＫでもやっとったし、載っているし、学者の判断で明確なんですよ。つくって一方的

に、１週間でつくってやったというようなものではないということです。歴史の中でつくった憲

法の９条の第２項っていうのが、もうつくったその年ぐらいから、アメリカ側が変えないと日本

を防波堤にできないというとこで動き出したという、私たちから見たら残念な経過があるんです

けれども、そういう中で生まれてきている日本国憲法というのは、この９条だけじゃなくって、

それまで女性に参政権がなかったとかね。ですよね。普通選挙権がなかった問題、労働時間の問

題とか、そういう意味では日本国民がより開放されて民主主義を謳歌できる、戦前から比べてで

すね。そういう民主主義と新しい国をつくるんだという国民の光になったというのは、これは事

実だと思うんですよ。そこは自民党でも言ってるんですよね。自民党の歴代の政権は日本国憲法

して、日本とは、二度と戦争してはならないんですということを当時の自民党の人たちも言って

ることなんですよ。

そのことと、白川議員がおっしゃったこの自衛権、正当防衛権があるというのは、この憲法９

条にかかわらず、これは国連憲章も認めていることなんです、自然権として。自衛権と正当防衛

権があると。なぜならば、攻められてきたら守るというのは、これはもう固有の権限として国家

に保障されてることですよね、今でも。ただし、よく分かるのは攻められたら返すわけです。言

ってみたら、世界中全部が専守防衛に徹したら戦争は起こらんのです。（「そうだよ」と呼ぶ者

あり）そうですよね。何かというと、専守防衛をするために自分からは絶対手を出さないという

ことを守ったら戦争は起こらんということで日本は第９条持って、それを世界で初めて憲法とし

て自分のほうから絶対やりませんということを認めたというのが憲法第９条なの。だからこそ世

界の人々から日本国憲法が尊敬されるし、ノーベル平和賞に該当するんじゃないかと言われてる

という値打ちがある問題だと、私はそういうふうに思っているわけなんですよ。

今問題になってるのは、今の歴代の戦後、日本を引っ張ってきたと言われている自民党政権は、

－７２－



これまで専守防衛だったんです。憲法は武器を持ったらいけないというけれども、専守防衛はで

きるから最低限の防衛力は保持できるという立場だったんですよ、誰が何と言おうと。第１期の

安倍政権もそれ保持したわけなんですよ。ところが、何年前でしたっけ、安保改定ですよね、集

団的自衛権の行使に踏み切った段階で、閣議決定ですけど、法的に可能になった。今回何が違う

かというと、その法的を現実に動くことになったということなんです、３文書で。４３兆円のお

金が動いているわけなんですよ。

例えばどういうことが起こってるかというと、私もあきれたんですけど、沖縄の石垣島という

とこでは、言ってみたら際どいところにありますよね。そこが敵基地攻撃ミサイルを配備するっ

ていうことになったんですよ。住民はどう言ったかといったら、話が違うでしょうって。今まで

防衛省が言ったっていうのは、迎撃用ミサイルで攻められたら攻め返すミサイルは置けるけれど

も、自分から最初から攻撃型のミサイルを置いたらいけないことになっとったでしょうって住民

は言っているわけです。その辺をはぐらかしてるけれども、防衛省は御存じのように、長距離ミ

サイルをどんどんどんどん買おうとしているわけですよ。買うということは配備せんといけんか

ら、沖縄の島民たちは自分とこにそれが来るんじゃないかと思って戦々恐々としているし、やめ

てくれと言っているわけなんですよ。なぜならば、迎撃用じゃなくって、攻撃用ミサイルを置い

たら狙われるの分かりますからね。明らかに戦争になったら狙われてくるんですよ。

それだけじゃないんですよ。今回の加藤議員が言った４３兆円の中には、大型弾薬庫をこの１

０年間で日本の国土に１３０棟造るって言っているんですよ。ウクライナの戦争思い出してみて

くださいよ。ロシアが一番先に攻撃してきたの、どこだったんですか。弾薬庫、火薬庫です。そ

れが今、自衛隊の基地のあるところにそういうものを造ってしまったら、戦争になったらそこ狙

われてしまいますよね。まさしく安保関連３文書というのはそういうことを実行する内容になっ

ているということで、今、党派を超えて多くの方々がこれに反対しようと言っていると思うんで

すよ。

それで、今、私は、やたらといろんな国の、攻撃がしてくるとか攻めてくるということを日本

は言っていますが、韓国や中国の国民の間では非常に冷静だっていうこと聞いてます。台湾も日

本が言っているように、台湾の異常事態っていいますけど、台湾人は割と冷静。だってトップの

人たちは戦争したいって言ってませんからね。

それで、大事なことは、ここでもうちょっと言えば、私たちが一番言いたいことは、この間の、

昨日のあの野球の試合で大谷選手がインタビューに答えてこう言ったの覚えてませんか。日本だ

けじゃなくって、韓国、中国、アジアの人たちが本当に野球を好きになってくれたらありがたい
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です。こう言ったんですよ。私、あれ聞いてて涙出そうになったんですけども、結局、今、どこ

の国の人も取らないといけないのはこういう考え方じゃないかと思ってるんです。めったやたら

に攻めてくるんじゃないか、どうしようかといって軍事費を負わせることやなくって、どの国も

みんながお互い生活しやすいように、もし本当に紛争に近い段階があれば話合いで解決しようじ

ゃないかと、こういうことを言ってるんです、私たちは。いろんな違いがあるだろうということ

です。それ以上言いませんが、そういう内容ですので、ぜひとも御理解ください。よろしくお願

いいたします。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、発議案第５号、「安保関連３文書」閣議決定の撤回、「敵基地攻撃能力」の保有や

防衛費２倍化に反対する意見書を採決いたします。

反対がございました。原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立少数です。よって、本案は否決されました。

休憩します。

午後２時０６分休憩

午後２時０７分再開

○議長（景山 浩君） それでは、会議を再開します。

・ ・

日程第３７ 発議案第６号

○議長（景山 浩君） 日程第３７、発議案第６号、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空

・水・土の安全の保障を求める意見書を議題といたします。

提出者である加藤学君から提出理由の説明を求めます。

２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤学です。



発議案第６号

普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を

求める意見書

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出

－７４－



する。

令和５年３月２３日 提出

提出者 南部町議会議員 加 藤 学

同 同 真 壁 容 子

同 同 亀 尾 共 三

南部町議会議長 景 山 浩 様

別紙

普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を

求める意見書（案）

沖縄県において、米軍機による落下物事故および低空飛行・騒音の被害が生じていることは周

知の事実である。特に、市の真ん中に普天間飛行場を抱える宜野湾市においては、その影響が大

きい。そこでは市民の生命や安全が脅かされ、学童・園児の学びに影響が出ているという現実が

ある。

日本国憲法前文には、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、わ

れらとわれらの子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたら

す恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意

し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」とある。

しかしながら、沖縄・宜野湾市においては、２００４年８月の沖縄国際大学構内への米軍ヘリ

墜落事故、２０１７年１２月に緑ヶ丘保育園にて米軍機のものと見られる部品が落下した事故、

同年１２月の普天間第二小校庭への米軍機窓枠落下事故、２０２１年１１月の米軍機から落下し

た水筒が民家の玄関先で見つかった事故などが相次いで生じている。

また、宜野湾市の水道水や湧き水から有機フッ素化合物ＰＦＡＳが検出されている。さらに、

２０２２年８月の市民グループによる調査では普天間第二小の土壌から最大で米国基準値２９倍

のＰＦＡＳが検出された。これは、「わが国全土に渡って」保障されるはずの自由と平等がない

がしろにされている状況であると言わざるを得ない。

日米両政府は、普天間飛行場周辺で学校や病院などの上空飛行を避ける場周経路の設定で合意

している。この場周経路を遵守し、宜野湾市民の空の安全を確保することに努めるべきである。

また、水や土の汚染についても早急に対応すべきである。よって、下記のことを強く要請する。

記
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１．学校上空（普天間小、普天間第二小、緑ヶ丘保育園）の飛行禁止。

２．日本政府の責任において、沖縄県及び宜野湾市とともに、普天間第二小学校内の土壌調査の

実施及びＰＦＡＳ汚染特定箇所の土壌の入れ替えを行うこと。

３．普天間の子どもたちを取り巻く空・土・水の安全を保障すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和５年３月２３日

鳥取県西伯郡南部町議会

【提出先】

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・外務大臣・防衛大臣・環境大臣・文

部科学大臣・厚生労働大臣・内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策）



若干の補足説明をさせていただきます。この今回提案しておりますのは、もともとは＃コドソ

ラさんというところから議会に郵送で送られてきたものです。これは参考資料がつけられており

ますので、議員の方、目を通されておられれば多分これ全部内容について分かっておいでだと思

いますけれども、２０１７年の１２月１８日に普天間第二小学校に米軍機からの落下物がありま

した。そしてその後また立て続けにありました。

それと、現在、普天間第二小学校と普天間小学校、さらにはさっき出てきた緑ヶ丘保育園、こ

れは本来であれば米軍機が運航するところではありません。ところが、なぜか落ちてくるし、し

かもそれが頻繁に落ちてくる。

それと、現在、小学校、保育園に避難シェルターが設けられています。避難シェルターという

のはもちろん落下物を避けるために設けられてるものですが、小学校や保育園の校庭や庭に避難

シェルターが設けられているっていうのは、まず日本国内では活火山のある近くぐらいしか多分

ないと思います。小学校の校庭とか保育園にこういったものがあるっていうこと自体、まず考え

られません。この今回送られてきた＃コドソラさんというのは、現在この小学校や保育園にこう

いったものがある、また校庭で遊ぶのにも大変危険が伴うので、子供たちが伸び伸びと遊ぶこと

ができない、この現状を知ってほしい、そういうことから今回これを送られてきております。

それと、先ほど出てきましたフッ素化合物についてですが、ＰＦＡＳというもので、これは有

機フッ素化合物の総称です。現在、このＰＦＡＳを製造しているメーカーの一つでありますアメ

リカの３Ｍ、これは２０２０年の１２月２０日の時点で２５年の末までに製造を中止する、こう

いうふうに言ってます。また、日本においても環境省がこのＰＦＡＳに対する総合戦略検討専門
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家会議、これを２０２３年に、１月にもう立ち上げております。そういった事情があります。

それと、あともう一点、今回出てくるのはフッ素化合物ですけれども、フッ素そのものという

のは大変強い酸化作用があって、これは猛毒です。フライパンに使われてたり何なりしますけれ

ども、もともとはフッ素というものは大変有毒なものです。これが現在、普天間第二小学校の校

庭が汚染されている可能性がある。これ早急に調べてほしい。そしてもし土壌が汚染されている

のだったら入れ替えてほしい、これが今回上がってきた趣旨です。以上です。

○議長（景山 浩君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

まず、原案に反対者の発言を許します。

１番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） １番、 田光雄です。普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空

・水・土の安全の保障を求める意見書の提出について、反対の立場で討論させていただきます。

この意見書にあるとおり、普天間基地は周辺を民家や商業施設、学校や公共施設など、市街地

に囲まれ、航空基地として世界一危険な基地と呼ばれており、大学へのヘリコプター墜落や小学

校、保育園の敷地内への部品落下など、従来多くの航空機由来の事故が発生してきました。そし

てこれは宜野湾市の皆さんだけの問題ではなく、広く日本国民の問題として認識され、普天間基

地の移転、敷地の全面返還合意がなされ、それに向け準備が進められているところです。この合

意が一日も早く履行され、地域の安全が確保されることを切に願っております。ただし、昨今の

難しい国際情勢下の中において、日本の国土防衛上非常に重要性の高い沖縄に所在する基地であ

ること、そしてその防衛力の多くを依存する米軍が所管している基地であり、米軍との調整が必

要になるであろうこと、基地移転にかなりの期間を要するであろうことなど、私たち一町議会議

員の調査能力や判断能力を超えた問題だと個人的には思います。（「そうだ」と呼ぶ者あり）

私は、国もこの問題を認め、問題解決のために努力を重ねておられると思いますし、早期返還

が実現するよう願ってはいますが、重ねての意見書提出までは必要ないのではないかとの考え方

から、この意見書提出には反対といたします。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。
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○議員（13番 真壁 容子君） この意見書を出していただきたいと思います。

先ほどの反対討論の方も言われたように、この普天間の飛行場というのは世界一危険だと言わ

れていて、それでもなかなか前に進まないというのが現状だということですよね。ここで一致す

るのは普天間の基地の早期返還ですよね、それは望まれてるということは一致できると思うんで

す。

ここに書かれてある内容は、早期に返してくれということと何ら矛盾することではなく、かえ

ってこういう危険があるということを言っていて、その時々の安全性を求めていくということと

は早期返還を目指すことと何ら矛盾していないことだというふうに思うのです。とりわけこれ、

小学校と保育園の子供たちっていうのは年々年々大きくなっていって、小学校で過ごす期間って

６年間ですよね。危ないと言われているときに、特に教育、子供が過ごすような場所については

１年待たずに、少なくとも返還遅くなろうとも、この学校上空だけは飛行機飛ばすのやめてくれ

っていうことは何ぼでも言えることじゃないかというふうに私は思うのですよ。

それで、意見書が出たときに、よくこの議会では全国的な課題とか、外交問題等についたら、

もう議員が考えることではないっていうふうな言い方もあって反対されることが多いんですけど

も、先日、高校生サークルと青年団の交流会があったときに、あのときにどなたでしたっけ、言

っておられたのは、想像力を発揮することって言われてませんか。想像力とは、自分だけじゃな

くって、相手がどんなこと考えて、こういう事態になったらここにおる人はどういうふうに考え

ているんだろう、この想像力を豊かにさせることだって言ってるときに、本当に若い人にいいこ

と言ってるなというふうに私自身も感じたんですよ。

そういう意味でいえば、住民から負託を受けている議員は、自分の生活や自分の範囲だけで分

かることではなくって、町民の暮らしから、自分と違う立場に置かれた方々がどういうふうな思

いをしているんだろうか、自分の立場と自分たちの置かれた状況下でない陳情書が出たときに、

そこにいる人たちはこういう中でどのような思いしているのだろうか、こういうことをお互い考

え合うことが本当に住みよい社会をつくっていくことに貢献するし、人間としての在り方ではな

いかなというふうに思うわけなんですよ。

確かにアメリカとの困難性とか軍事、いわゆる重要なとこになっているという沖縄の問題が、

政府が考えているというのは分からんことがありませんが、そこに日々育っている子供たちがこ

ういう現状であるということの、困っているし、避けたいということについては御一緒に理解で

きるんじゃないかと私は思うんですよ。そういうところで私たちが判断し、議員としてどういう

立場を取るべきかということを考えていくのではないかなっていうふうに考えています。
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この有機フッ素の化合物については、東京都の三多摩の最終処分場で出て、三多摩の住民の血

液の中にこの有機フッ素化合物がおることが判明し、今、国は大騒動で動いているというところ

です。この沖縄の方が子供たちにもし何かあればというのは、私たちも痛いほど分かることでは

ないでしょうか。少なくとも早期返還と同時にこの３点を守って、急いでくれということは何ら

矛盾することでないし、御一緒に国に対して言うべきではないかということを呼びかけたいと思

います。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、発議案第６号、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を

求める意見書を採決いたします。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立少数です。本案は否決されました。

・ ・

日程第３８ 委員会の閉会中の継続調査の申し出について

○議長（景山 浩君） 日程第３８、委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題といた

します。

お諮りします。議会運営委員会、総務経済、民生教育、広報の各常任委員会及び議会改革調査、

可燃ごみ処理広域化等影響調査の各特別委員会から、会議規則第７５条の規定により、閉会中の

継続調査の申出がありました。

お諮りします。各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、各委員会からの申出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決定いたしました。

・ ・

○議長（景山 浩君） 以上をもちまして今期定例会の会議に付議された事件は全て議了いたし

ました。

よって、第１回南部町議会定例会を閉会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。これをもちまして令和５年第１回南部町議会定
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例会を閉会いたします。

午後２時３０分閉会

議長挨拶

○議長（景山 浩君） ３月定例議会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

３月２日に開会以来、本日まで２２日間の長きにわたる会期でありました。この間、令和５年

度一般会計予算をはじめ、各特別会計当初予算、令和４年度補正予算、条例の一部改正など、多

数の重要案件が提案、審議されました。会期中、終始熱心に御審議をいただき全て議了できまし

たこと、謹んで議員各位の御努力に対し深く敬意を表しますとともに、厚く御礼を申し上げます。

また、町長はじめ、執行部の議会審議に対する真摯なる態度に対しまして心より敬意を表します。

３月６日、７日、８日の３日間にわたる町政に対する一般質問、議案審議の過程で議員各位か

ら述べられた意見等につきましては、町政執行に十分反映されますよう強く望むものです。

さて、春の南部町に欠かすことのできない法勝寺川土手や城山公園、緑水湖畔やとっとり花回

廊の桜ももうすぐ見頃を迎えます。法勝寺川土手や城山公園のぼんぼり点灯は３月２４日から４

月１０日、また、本町の春の風物詩であるさくらまつりの開催日は４月１日と２日、そして一式

飾りは４年ぶりに開催されるものと伺っております。

３月１３日以降、マスクの着用は個人の判断が基本となっていますが、コロナの感染対策には

十分に注意を払いながら、町内外から多くの方に御来場いただき、このイベントを楽しんでいた

だきたいと思います。

来月４月には鳥取県知事・県議会議員選挙が行われます。新聞の県民を対象とした調査結果に

よれば、知事、議員ともに求める資質として、社会問題を発見し解決するための力がトップに上

げられており、また、最も解決してほしい鳥取県の課題は人口減少と少子高齢化でありました。

議員各位には、この調査結果も念頭に置きながら、町政発展のためなお一層の御精励をお願い申

し上げ、閉会の御挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（陶山 清孝君） ３月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

本定例会は３月２日から本日まで２２日間にわたって開催され、令和５年度一般会計当初予算

をはじめ２７議案について御審議いただき、本日全議案とも御賛同賜り、御承認をいただき、誠

にありがとうございました。
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なお、緑水湖研修館の条例改正では、他の公の施設と整合しない部分があり、議会運営に関し

まして御迷惑をおかけしたことをおわび申し上げますとともに、議案提案に当たりましては改め

て慎重に多方面から点検してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

さて、６日、７日、８日の３日間にわたり、９名の議員の皆様から町政に関する一般質問を頂

戴しました。子育て支援、人口減少対策、保育園統合、インフレによる経済対策、それからコロ

ナの今後の対策、さらに本年の豪雪被害と除雪対応など、特に人口減少と高齢化への取組につい

ての御質問が多く、貴重な御意見もいただきました。現在の南部町を取り巻く広範な政治課題に

ついて御質問いただきましたが、議論のかみ合わなかった部分、不足した部分も多々あったと思

います。今後とも変わらぬ御指導をいただきますようお願いをいたします。

いよいよ昨日あたりから町内の桜も綻び始め、これからの４月、５月は春らんまん、南部町が

一番華やぐ季節を迎えます。昨日はとっとり花回廊に久しぶりにクルーズ船の観光客をお迎えし、

にぎわったとお聞きしています。

来月からはスプリングフェスティバルが開催され、また一段と海外、そして国内外からのお客

様を迎えることになると思います。さらに、来月１日、２日の両日は、実に４年ぶりに法勝寺一

式飾りとさくらまつりが行われます。長い長いコロナ禍で外での交流もままならない状況が続き

ました。感染には注意を払いながら、ぜひ御家族おそろいで、また御友人もお誘い合わせて南部

町の春を満喫いただければ幸いです。

議員各位におかれましては、閉会中に当たっても御指導いただきますよう重ねてお願い申し上

げ、閉会の御挨拶といたします。ありがとうございました。
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